
平成 26 年 予算審査特別委員会 
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教 育 総 務 課 長  櫻 井 芳 信   監査委員事務局長  山 田 隆 二 

監査委員事務局次長  工 藤 重 幸 

 

企画調整・地域交通担当主査  武 田 昭 彦   総合計画担当主査  志 村  敦 

学校跡利用担当主査  若 澤 路 子   行革・市民参加・協働・男女参画担当主査  杉 山 正 一 

財 政 担 当 主 査  奥 山 俊 明   予 算 担 当 主 査  尾 崎 英 輝 

緑・都市景観担当主査  山 本 浩 幸   人事・厚生担当主査  高 嶋 真 一 

情報推進担当主査  寺 岡  純   広 報 担 当 主 査  石 黒 哲 明 

税 務 担 当 主 査  谷 畑 雅 人   市民税担当主査  荒 川  亨 

資産税土地担当主査  今 井 信 幸   資産税家屋担当主査  松 原  勉 

収納管理担当主査  稲 川  勝   納 税 担 当 主 査  福 田  誠 

納 税 担 当 主 査  林  正 明   危機管理担当主査  橋 本 征 紀 

庁舎建設担当主査  伊 達 千 秋   

 

消防本部総務担当主査  小 室 秀 治   消防本部管理担当主査  加 藤 弘 之 

消防本部予防担当主査  小 玉 浩 司   消防本部保安担当主査  矢 村 祐 介 

消防本部警防担当主査  柴 崎 啓 仁 

 

7 事 務 局    事 務 局 長  土谷  繁   議会担当主査  千葉めぐみ 

          書    記  木村洋一郎 

 

8 傍 聴 者   1 名 

 

9 案   件   議案第 31号 平成 26 年度北広島市一般会計予算 

議案第 32号 平成 26 年度北広島市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第 33号 平成 26 年度北広島市下水道事業特別会計予算 

議案第 34号 平成 26 年度北広島市霊園事業特別会計予算 

議案第 35号 平成 26 年度北広島市介護保険特別会計予算 

議案第 36号 平成 26 年度北広島市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 37号 平成 26 年度北広島市水道事業会計予算 

 

 

議事の経過 

 

立崎委員長 

 開会前にお知らせいたします。橋本博委員と木村真千子委員から風邪のため、本日の委
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員会を欠席する旨届出がありました。 

おはようございます。 

ただいまから予算審査特別委員会を開きますが、傍聴の取り扱いについては、申し合わ

せにより許可することといたします。審査の日程は各委員に配付の審査方法等協議資料の

とおりでございます。次に質疑は審査区分により一括して行い、回数の制限は 3 回までと

しています。また答弁者においては簡潔な答弁をお願いいたします。 

それでは議案第 31 号平成 26 年度北広島市一般会計予算、議案第 32 号平成 26 年度北広

島市国民健康保険事業特別会計予算、議案第 33 号平成 26 年度北広島市下水道事業特別会

計予算、議案第 34 号平成 26 年度北広島市霊園事業特別会計予算、議案第 35 号平成 26 年

度北広島市介護保険特別会計予算、議案第 36 号平成 26 年度北広島市後期高齢者医療特別

会計予算、議案第 37 号平成 26 年度北広島市水道事業会計予算、以上 7 件を一括して議題

といたします。 

質疑を開始いたします。なお予算書のページ数は審査方法等協議資料に記載のとおりで

あります。 

始めに一般会計予算の歳入の質疑を行います。質問をされる方はどの部分か明確にして

からご質問していただきたいと思います。 

それでは質疑を受けたいと思います。中野委員。 

 

中野委員 

 ページ数はわからないのですが、歳入の関係でお伺いいたします。国の補正予算でがん

ばる地域交付金というのがありますけれども、私もよくわからないのですが、市道整備な

どの 5事業がありましたよね。この 5事業を計画した後に国の交付金という形で 100％起債

が認められたのかどうなのか。それがまず 1点目であります。 

2 点目は地方公務員給与の特例削減が復活していますけれども、これは地方公務員全金額

が国からの交付金ということになっているのかどうなのか。簡単に言えば市の一般財源が

使われているのかいないのかという点をお伺いします。 

昨日板垣委員も質問したので私ももう少し質問したいのですが、地方消費税の問題です

けれども、今年度は 5 億 8300 万円という形で、予算では 6 億 7000 万円ということになっ

ていますが、昨日、初年度ということもあるし後から遅れてくることもあるということで

この金額が設定されたという話がありました。いわゆる 0.2%が今年度という指導を国から

受けているはずですよね。1.7 だけれども 1.2 だと。そういう指導を受けているはずなので

すが、1.2 をかければ 3000 万円ほど足りないです。その 3000 万円を低くしている根拠をも

う少し明らかにしていただきたいと思います。 

それからもう 1 つ、地方交付税の問題ですが、昨日の板垣委員の答弁によりますと基準

財政収入にいわゆるこの地方消費税の問題等があるので、交付税は変わらないというよう

なお話でした。簡単に言えば交付税は増えないということですよね、国はご承知のとおり
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1%減ということでやったのに北広島は 1億 4700 万円、私は最後の交付税がいくら入ってい

るのかわからないので、9 月補正の段階で比べて言いますと、今年より交付税が 1 億 4700

万円増えるということですね。例えば交付税が増えるということになると、今まで臨時財

政対策債の分が国から来たとか、それから起債を発行していたけれども国から交付税措置

されたとか、そういうものが重なって増えることになるのか、政策的に何らかの形で交付

税が増えることになるのか、その辺をお伺いします。 

もう 1つは自動車取得税の問題ですけれども、5%から 3%、3%から 2%という形でまず縮減

されて、最終的には消費税が 10%になるときに廃止されるということが予定されていますよ

ね。そういう形の中でバイクだとか軽自動車の場合は増税になります。そうすると 9 月補

正で 4300 万円の収入があったけれども、予算では 3500 万円ということで 800 万円減額に

なるとなっていますが、これはどういうことなのか。取得税の形とバイクの増税の形で相

殺して 800 万円の差が出てきたのかどうなのか。2012 年度の軽自動車税は 7300 万円もあっ

たわけですよね。それが来年度予算では 3500 万円ですから、半減するわけですよね。なぜ

こんなに激減するのか、その辺をお伺いしたいと思います。以上です。 

 

立崎委員長 

 中屋財政課長。 

 

中屋財政課長 

 それではご質問にお答え申し上げます。まずがんばる地域交付金の関係でございますけ

れども、正式名称が地域活性化・効果実感臨時交付金ということで国の 25年度の補正予算

で 870 億円が措置されたところでございます。過去、臨時交付金という部分では 1 兆円規

模の交付金が創設されていたわけですけれども、今回 870 億円ということで少し国の予算

自体が小さめになっております。26 年度におきましては当初予算で 500 万円を見込んでい

るというところでございます。また、25 年度の国の補正予算に対応するということで今回

補正予算を提案しておりますが、国の補助金を活用した中で事業を繰越明許ということで

予算措置をさせていただいております。交付額については、今補正の繰越明許を設定した

市道整備、それから北の台小学校の大規模改造の地方の負担分が計算の基礎となり、実際

には 26 年度に交付金の額が確定するということで、当初の段階では 500 万円を見込んでい

るという状況でございます。 

それから給与についてですが、昨日も少しお答え申し上げましたけれども、地方財政計

画の給与単価の積算という部分でございますが、これは 25年度の給与の削減分を復元した

上で国の地方財政計画上、職員関係経費というところで見込んでいるということでござい

ます。25 年度には 1 兆 3000 億円ほど減額となっていたわけですけども、今回は去年 25 年

でこれを見ますと 6000 億円ぐらいは戻っているということにはございますけども、人員の

削減等もありまして、国の総体としては 24年度のベースにはまだ戻っていない、そういっ
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た部分では総体としては落ちるかなというふうに思っております。 

それから地方消費税の部分でございますが、基本的に 1.7 という税率に上がるわけです

けども平年ベースにならない、法人関係の決算に伴って国に納付されるということで、法

人の決算がそれぞれございますので、そういった意味で平年ベースになっていないという

ことでございます。当初予算の段階については、国のほうで地方税収入等の推計という 1

つの資料が来ますので、新しい制度ということもあって、当方としては 12.7%増見込んだと

いうことになっております。ただ来年度につきましては従前の制度の税率の部分と新しい

増収部分というのが一緒になって国のほうに払われるということで、一応国のほうではそ

の部分の12分の10が従来の部分、12分の2は増税部分だということで按分をすることで、

20%という経過措置がとられているという部分でございます。 

それから交付税の関係ですけれども、これも昨日少しお答えさせていただきましたが、

国の地方交付税は総体としてマイナス 1%、そして臨時財政対策債はマイナス 9.9%というこ

とで、実質的な交付税という部分ではマイナス 3.4%ということで地方財政対策が示されて

ございます。当市の来年度の見込みにつきましては、そういった給与の復元がされるであ

ろう、それから臨時財政対策債も毎年発行していますので、その部分の償還費が基準財政

需要額に算入される、それからここ数年、億単位で伸びていますけども社会保障関係費の

地方負担分、こういった部分を見込んで需要額を伸ばした、さらに収入については国でい

う地方財政対策でいう市税が 3.8%伸びるという状況で地方財政計画上なってございますけ

ども、当市としては全体で 0.7%増、微増という状況の中で交付税を算定し、また臨時財政

対策債についても国から示されておりますマイナスを見込んだというところでございます。

その結果 2つ足した部分では 1.0%の伸びとしたところでございます。 

それから自動車取得税の関係でございますが、税制改正が 26 年度にありまして、色々な

車関係の課税制度の見直しが行われております。自動車取得税につきましては 26 年度 5%

から 3%、これは自家用車の場合でございますが、この分が落ちるというところでございま

す。当初の我々の収入の見込みにおいても自動車取得税交付金、これも地財の方でマイナ

ス 50%というところで、今年度 6億 6700 万円から 6800 万円程度の決算見込みでございます

けども、半分程度落ちるというところで 3500 万円を 26 年度当初に見込んだという状況で

ございます。以上です。 

 

立崎委員長 

 中野委員。 

 

中野委員 

 がんばる地方交付金の問題ですけれども、先ほども言ったのに答えていただいてないの

ですが、簡単に言えば補助事業ということで繰越明許で前倒しになっているわけですが、

これで 1億 5790 万円というのが起債発行なのですが、当初はこの起債を予定していなかっ
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たはずです。後から国の補正で起債が認められることになったので、一般財源で使わなけ

ればいけなかったお金が起債によって使わなくてもいいようになって、1 億 5700 万円ほど

ありますよということです。その 1億 5700 万円というお金は簡単に言えば使わなくて良い

ようなものだったわけですから、それを 26 年度の歳出の方で何に重点的に使われたのか、

政策的にこれはどこに使われたのか、このへんを明らかにしていただきたいと思います。 

次に地域元気創造事業というのがありますよね。この事業は昨年もあったと思うのです

が、職員数や行革の努力の結果などそのようなことが算定根拠になって交付されると思う

のですが、これは 26 年度でどのように使われようとしているのかをお伺いいたします。 

それから地方公務員給与の問題ですけれども、今さっき中屋財政課長も言われましたが、

満額返ってこないと。これは我々の考えでは、簡単に言えば職員の定数をさらに削減する

という国の指導からいわゆる削減されていると、満額なっていないというふうに考えるの

ですが、北広島の場合はさらに定数削減に追い込まれるという形になるのかならないのか、

そこをお伺いいたします。 

それから自動車取得税が5%から3%、3%から2%と削減されてさらに無くなるということで、

いわゆる地方 6 団体は国に対して、これをなくすことによって地方財政を圧迫することに

なるので、そういうことをしては罷りならないということで、軽自動車とバイクの増税が

決まったのでしょう。そうすると自動車取得税で減った分で予算を組んでいいのか。軽自

動車の増税分も入れて予算を組むべきではないのですか。3500 万円ということで半分にな

ってしまったわけです。だから軽自動車の増税分は全然考えないで予算を組まれたのか。

その辺もお伺いします。 

 

立崎委員長 

 中屋課長。 

 

中屋財政課長 

 国の補正予算の関連でございますけれども、まず国の補正予算で一般会計におきまして

は、5 つの事業を繰越明許する中で前倒しをかけてございます。当初これについては 26 年

度に予算要求があった部分でございますけども、国の経済対策に対応するということで事

業の前倒しを行ったというところでございます。これに伴いまして補助金の率自体は変わ

ってございませんけれども、従前の起債の率が補正予算債を使うことによって 100％起債の

充当率になり、なおかつその部分については後年度交付税措置されるというところで、26

年度の通常の事業実施よりも財源的に有利であるという部分で前倒しを行ったというとこ

ろでございます。26 年度に当初要求があったのが 1 億 4000 万円から 1 億 5000 万円が結果

的に前倒しをすることによりまして、財源的には浮いたという部分でございます。この辺

は 26 年度の予算を編成する上で財源対策の一環として前倒しをしたということなものです

から、具体的にその分をどの事業にということにはならないかなというふうには思ってお
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ります。 

それから今年度、地域の元気創造事業費ということでご質問にございましたように、職

員の削減率とかラスパイレス指数、それから経済状況といいますか、製造品の出荷額など

色々な係数を用いて算出されるものでございます。それで今の段階では国から項目として

は示されていますが、計算式は示されておりません。例年この時期そういう状況が非常に

多いわけですけれども、それで昨年度の地域の元気創造事業と同じように、基準財政需要

額の人口においてこの程度という率が示されておりまして、3 万人から 10 万人という所で

は基準財政需要額の 1.3%程度を見込んでほしいということで、国から非常に概算的な算出

方法ですけども示されたということで、26年度においては 1億 4000 万円ほど基準財政需要

額に算入をしたという状況でございます。 

それから自動車取得税の関係でございますが、いま国のほうも税制改正、先ほど申し上

げました色々な車の関係の税制が見直されておりまして、自動車取得税については 26 年度

から税率を下げるというところ、また消費税が 10％になったときに廃止をするなどそうい

う形も出てございます。その代わりに環境性能課税というものを考えているというような

こともございます。26 年度の予算については、まず自動車取得税交付金については税率が

落ちるということもありまして、26 年度の交付金については減額になっているということ

でございます。ただ軽自動車税の税制改正につきましては、27 年度の 4 月 1 日以降の取得

にかかわる部分が増収になるということなものですから、実質的に軽自動車は 4 月 1 日が

賦課期日ということになりますので、それ以降の取得ということになれば税収としては 28

年度の収入から出てくるかなというふうに思っております。以上です。 

 

立崎委員長 

 中野委員。 

 

中野委員 

 私もよくわからないので教えていただきたいのですが、先ほども言いましたが、補正で 5

事業を前倒しでやりますよね。市では当初 26年度予算でやりたいということで組んだはず

です。その時には国からの補助もこれぐらいあるだろうということで、一般財源はこれだ

けだろうと組まれた。ところが国の補正予算で 100％起債するから景気対策で前倒ししてや

りなさいと、そう言ったからこの 5事業をうちは手を挙げて決まったということですよね。 

この段階では 1 億なんぼという起債は決まっていないのです。26 年度予算で組んだこの 5

事業というのは起債は入れてなかったはずです。それが国から起債オーライとなったから

前倒ししたわけで、起債イコール一般財源だったのが、一般財源を使わなくてもよくなっ

たから、その一般財源の 1億 4000 万円ほどのお金が浮いたでしょと私は言っているのです。

今年度、国からの交付税でくれるわけですから。だから私は 3000 万円から 4000 万円とい

うのではなくて、１億 5000 万円くらいのお金が浮いたのなら、そのお金はどこへ行ったの
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かと聞きたいのです。以上です。 

 

立崎委員長 

 中屋課長。 

 

中屋財政課長 

 お答え申し上げます。中野委員のご指摘のとおり 26年度に当初予定していた 5事業を前

倒ししたということでございますけども、26 年度の予算要求の段階におきましても事業の

実施の通常の起債の充当率といいますか、75%であったり 90%だったというようなところで

当初から見ておりました。90%とすれば補正予算債にのることによって 100％ということで、

全額が一般財源浮いたというよりは、その起債の充当率の差額分が浮いたということなも

のですから、ご指摘のような１億数千万円が浮いたという形ではないということをご理解

いただきたいと思います 

 

立崎委員長 

 ほかに歳入に関して質疑ございませんか。田辺委員。 

 

田辺委員 

市債の臨時財政対策債について教えていただきたいのですが、これは本来地方交付税と

して配分するけれども、国は今お金がないから、後から 100％交付税措置をするので、とり

あえず地方で起債して下さいというものだと思うのですが、今年度は 10 億 9990 万円とい

うことで昨年よりは低くなっていますけれども、10 年前の 2004 年度の 8 億 4350 万円と比

べると随分増えています。後からこの交付税措置をすると言っても、やはりこれは自治体

の責任でする借金に違いはないわけで、今でもこの市債のおよそ 4 割を占めているのです

が、国も 1 千兆円を超える借金をしていて将来もすごく不透明で、本当にきちんとされる

のかというところも私はすごく不安を感じるのですが、これは将来に対して大きなツケに

ならないのかということで心配しておりますが、この辺の見解について教えて下さい。 

それから 43 ページの雑入のとこで少し細かいのですが、この日本容器包装リサイクル協

会拠出金というのがありますけれども、昨年度は 20 万円だったのが今年度は 10 倍で 200

万円になっています。これはどういうことなのか調べますと、要するにリサイクルの状況、

出したものの状況が良ければ、汚れ具合いとか異物の混入とかそういうのが優れていると、

たくさん補助金みたいな形で貰えるというものなのかどうか教えて下さい。 

 

立崎委員長 

 中屋財政課長。 
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中屋財際課長 

田辺委員のご質問にお答えいたします。臨時財政対策債の関係でございますけれども、

まずこの制度的な話をさせていただきます。国が交付税を出すひとつに特別会計というも

のがございまして、そこに国税収入の法人税、所得税、酒税など一定の割合が交付税の原

資になっていくという法定率といわれる部分でございますけれども、財源が結果的に景気

の動向などもあって収入が落ちると財源が不足するというところでございまして、交付税

として交付すべき財源が不足した場合に、交付税の交付額を減らして、その穴埋めとして

地方公共団体自ら地方債を発行するという制度でございます。自治体にしてみれば起債と

して発行するということですけれども、その償還に要する費用については全額、その償還

に合わせて、後年度交付税措置に 100％算入するという仕組みでございます。実質的には交

付税の代替の財源という認識でございます。しっかり後年度交付税措置されているかとい

う部分になるかと思いますが、毎年度この臨時財政対策債については 10億円前後借り入れ

をして償還をしていくわけですけれども、理論償還はありますけども、ほぼ実額に近い状

態は基準財政需要額に算入をされているというものでございます。毎年 10億程度の臨時財

政対策債を発行しているということもございまして、今起債の残高の割合も年々上がって

きており、25年度末では約 37%から 38%、市債の残高のうち臨時財政対策債が占めていると

いう状況になってございます。以上です。 

 

立崎委員長 

 塚崎市民環境部長。 

 

塚崎市民環境部長 

 日本容器包装リサイクル協会拠出金についてお答え申し上げます。田辺委員からも少し

お話がありましたように、これにつきましてはまず市町村が出しているベールの質等が最

低でも 90%以上、要するにＡランクになっていないとだめです。それからＡランクの中でも

継続されている所については、95%以上またそのランクが上がってないとだめですというこ

とで、わが市ではそのランクについては維持しております。それでこの拠出金がどう変わ

るかというのは、実際にその容器包装協会の方で当初このぐらい処理にかかるであろうと、

それを入札してその差額金を今度全市町村に配るということになりますので、この入札結

果によって大きく変わるということから、昨年度まではそれがどんな状態なのかわからな

いので低く抑えていました。実績的に去年の段階でも数百万円これが入ってくるという状

況なものですから、今年度についても状況的に変わらなければ 200 万円程度入ってくるだ

ろうということで予算措置をさせていただきました。以上です。 

 

立崎委員長 

 田辺委員。 
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田辺委員 

うちのまちの資源物を出している状態が良いということは、市民の努力と言いますか啓

発、その他が継続的に上手くいっているということだと思うのですが、その入札の結果と

いうのは毎年変動するものなのでしょうか。毎年きちんと出しているからと言って、ずっ

とこの金額が保たれるというわけではないのでしょうか。その辺がどうなのか教えて下さ

い。 

それから臨時財政対策債のことですけれども、基準財政需要額の方にカウントされると

いうことでしたが、要するに借金するわけですけれども、この借金の額というのは自治体

の判断と責任で発行するというふうに見たのですが、その上限額といいますか目いっぱい

借りているものなのか、可能額のどのくらいまでうちのまちは借りているのかということ

を教えて下さい。 

 

立崎委員長 

 塚崎部長。 

 

塚崎市民環境部長 

 結論から申し上げますと変動があります。まず入札によって受けていただく企業、その

処理方法もご存知のように再度プラスチックの原料になるマテリアルもあれば、油化する

所もあれば、または他の処理の方法による企業が競争で取ってまいります。その中でそう

いった企業が、ちょうどそういう設備を造ってから 10年以上経っているわけで、そうなる

と色々な設備投資をしなければならなくなり、入札単価そのものが高くなります。そうい

ったことで最近の入札単価というのが決して低いとこで抑えられているわけではないとい

う状況もありまして、あくまでもこの入札とそれから実際に当初リサイクル協会が見込ん

だ予算の差額がいくらになるかということで金額が決まってきますので、私達の質は変え

ないよう努力しているのですが、そういった意味で市町村に配られる金額が変わることが

大きいということでございます。以上です。 

 

立崎委員長 

 中屋課長。 

 

中屋財政課長 

 臨時財政対策債の発行部分でございますけども、発行の限度額という部分については普

通交付税の算定の中で示されてくるというところでございまして、私どもは交付税の代替

ということで算定された限度額は、ある意味目いっぱい借りているという状況でございま

す。 



H26.3.6【平成 26年度 予算審査特別委員会】 

11 

 

 

立崎委員長 

 川崎委員。 

 

川崎委員 

 市税全般の考え方についてお伺いをしたいと思います。それともう 1 点、固定資産税に

ついてお聞きいたします。最近は景気の浮揚のせいか地方分権という言葉がなかなか見え

なくなりましたけれども、いずれにしろ地方分権は進んでいくことは間違いないんだろう

というふうに思います。そうすると地方のお金は地方で稼ぎなさいというふうになってく

るのだろうと思っております。この景気がいつまで続くのかわかりませんが、自立しなけ

ればならない時代が来るのだろうという予測はつくわけですね。そこでその考え方につい

てお聞きしておきたいのですが、やはり地方が自前で稼ぐとなれば市税で稼ぐしかない。

ところが市税で稼ぐにしても結局市民の負担になるということは間違いないことでござい

ます。そうすると市民に負担のならない市税は何かということを考えたときに、以前も私

が申し上げましたけれども、わがまちの中に市外の業者が砂利の採取や火山灰の採取をし

て、ダンプが何台も並んで走って道路を壊している。それを市民がせっせと補修している。

全く益のない業者がそういったことをしているとすれば、その部分の負担として他市でも

やっておられる砂利採取に関する市税の導入ということも考えられるだろうと思います。

もう 1 つは自分の町以外の産廃に対する課税ということもやっている先進自治体もある。

これも極端に言ったら迷惑なものをわがまちに持ち込んで処理するということですから、

全く税収がない、固定資産税ぐらいはあるのでしょうが、そういうものはないということ

になれば、その辺にも目を向けていかなければならないのではないかと思います。そうい

う意味で市民の負担にならないような税収の可能なものを洗い出して、すぐやるというこ

とではなくて、将来に向けて研究する必要があるのではないかと思うわけでございますけ

れども、その辺の考え方についてお考えをお聞きしておきたい。 

もう 1 点、固定資産税の話なのですが、先般テレビで見ていた中で私も初めて知ったの

ですが、空き家が大雪の影響で潰れてしまったという報道が沢山されています。なぜ空き

家があるのかというと、取り壊してしまうと固定資産税が上がるため、それがブレーキに

なるんだというようなコメントがありました。その辺について宅地の利用の回転を高める

ためには、取り壊したら固定資産税の評価額が上がるというところに少しブレーキをかけ

る仕組みは自治体単独でできないのかどうなのか、その件について教えていただきたい。 

 

立崎委員長 

 高橋企画財政部長。 

 

高橋企画財政部長 



H26.3.6【平成 26年度 予算審査特別委員会】 

12 

 

 川崎委員の最初のご質問にお答えを申します。法定外収入の関係でございます。行政改

革大綱を 17 年に策定したなかに、検討すべき課題として挙げられております。川崎委員が

おっしゃった砂利採取については京都で実施しておりますが、道内ですと奥尻が島を渡る

ときにお金を取るということで検討しているようですが、まだ色々と揉めております。行

革の中では検討を進めてきていたのですが、現実的にはそれを制度化するに至ってないと

いうのが現状であります。新たな収入という部分で言えば、今後行革の中でそれをどう進

めていくかという問題もございますけれども、過去に検討してきた経過はあるということ

でご理解をいただきたいと思います。 

 

立崎委員長 

 榎本税務課長。 

 

榎本税務課長 

 空き家の取り壊しの関係で、固定資産税が増加するという部分の対策を市でできないか

という部分については、川崎委員がご指摘のとおり土地に建物が建っていた場合というの

は、小規模住宅用地ということで 200 平米まで 6分の 1、それ以外については 3分の 1とい

うように、固定資産税の土地についての減額がなされています。老朽化し建物を壊すこと

によって、ただ土地の税金が高くなるというようなことから、取り壊しのスピードにスト

ップをかけているというようなことが実際にあると、テレビ報道でも同じようなことを言

っていました。場合によっては市が、特に降雪時期については歩行者の落雪に対する危険

防止ということで、市が強制的に取り壊しを行うというようなことも言っていました。そ

の時に国のほうでも今いわれていた小規模住宅用地の関係から、土地が増税になる部分を

何とか配慮できないかという動きがあったようですが、国としてはまだそこに 1 歩踏み込

まなかったということが報道されていました。今市税の中でそれを単独でということにつ

いては、現行ではちょっと難しいかなというふうに考えています。以上です。 

 

立崎委員長 

 川崎委員。 

 

川崎委員 

最後の方の話は国の税制上の問題もあるのだろうと思うのですが、昨日の報道ではどこ

かのまちでその部分を補てんしているのかどういう形でやっているのかわからないけども、

負担にならないような施策をしているような話もあったように聞いているのですが、もし

それがブレーキになっているとしたら、古い建物を壊さずに更地にすれば、もしかしたら

利用して売ってほしいという人もいるかもしれないわけですよね。そうするとわがまちが

やっている人口増加策の空き地利用に少しは寄与できるのではないかというふうに思いま
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すので、是非その辺は研究をしていただきたいと思います。 

それから市税の砂利や産廃に関しての話ですけれども、先ほども中野委員の答弁の中で

ありましたが、市税の中で国の政策に捉われないで市が独自に徴収できる、いわゆる安定

財源になる可能性もある、もう 1 つは迷惑施設を排除もできるという大きなメリットもあ

ると思います。その辺はやはり産廃が来るのは嫌だということの看板も目立ちますけれど

も、そういうブレーキもやはり必要なのではないかと考えますので、是非積極的に研究し

ていただきたいということを申し上げて終わります。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 まず予算書 14 ページの個人住民税、市民税についてお伺いいたします。市民税につきま

しては税制改正によりまして平成 20 年度から一部変わるということですけれども、まずは

復興支援のためということで市民税 500 円、道民税 500 円、合計 1000 円が上がるというこ

とですよね。それから給与所得控除の上限設定ということで、1500 万円を超える方の所得

控除が 245 万円と限定されたということで、それ以上の方々は控除が減るということで増

税になるかと思うのですが、それぞれどの程度の税収になるのかまずお伺いいたします。 

 それから市民税の中で、離婚だとか死別された方々などに対する寡婦控除について説明

をしていただきたいと思います。 

それから 43ページにございます還付金及び返還金の中での備荒資金組合超過納付還元金、

そこ 2000 万円計上されていますけれども、これはどういうことなのか、それから未熟児養

育医療費徴収金 87 万 3000 円について、これもどういうことなのかをご説明をいただきた

いと思います。 

 

立崎委員長 

 土山国保医療課長。 

 

土山国保医療課長 

 板垣委員のご質問にお答えします。未熟児養育医療の徴収金についてでございますが、

こちらの制度につきましては所得の制限はございませんが、所得階層により自己負担金が

設定されているものでございます。今回は 2万 2400 円、所得税の金額で大体平均的な金額

を設定しまして、2万 2400 円かける月数の月額の基準額で、39件の 87万 3000 円を計上し

てございます。ただしこの徴収金に関しましては、子ども医療の助成対象の医療費でござ

いますので、実際子ども医療費の助成を受けている方につきましては、医療機関からの請

求に基づきまして、所得階層によって徴収金を返還している形ですので、個人負担につい
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ては実際上は昨年度の権限移譲からはされていないというのが実状でございます。以上で

ございます。 

 

立崎委員長 

 荒川主査。 

 

荒川市民税担当主査 

 お答えいたします。個人市民税の均等割の増税についてですが、平成 26 年度以降、1 年

度につき概ね 1200 万円の調定増を見込んでおります。 

次に給与所得控除の改正についてですが、金額までは把握しておりませんが個人市民税

課税標準が 1000 万円以上の方、平成 25 年度で 122 名おり、これらの方が対象になると思

われます。市民税の所得割税率が 6%であることから先ほど板垣委員がおっしゃいました 245

万円の控除は頭打ちですので、こちらを超えた額の 6%と考えておりますが、正確な数字に

ついては今現在把握しておりません。 

最後に寡婦、寡夫控除についてのご説明ですけれど、まず寡婦の方、女性の方につきま

しては、死別をしている場合に合計所得が 500 万円以下であれば一般寡婦となっておりま

す。そのうちさらに扶養親族である子どもを有している方につきましては、特別寡婦とい

う形をとっております。次に離婚の場合、また生死不明の場合ですけれど、こちらにつき

ましても所得 500 万円以下であれば一般の寡婦、あるいは扶養親族または生計を一にする

子どもを有している場合、こちらは所得制限なしで一般の寡婦となっております。次に男

性の方、同じ寡夫ですが我々はよく寡オットと呼んでおりますが、こちらにつきましては

死別、離婚、生死不明どの場合においても生計を一にする子を有することが条件で、また

合計所得金額が 500 万円以下の場合のみに適用されております。以上です。 

 

立崎委員長 

 中屋課長。 

 

中屋財政課長 

 備荒資金組合の関係のお答えを申し上げます。備荒資金組合、一部事務組合ということ

では当市も加入してございますけれども、その中の納付金の中で義務的にある意味積み立

てなければならない普通納付金という部分と、超過部分というのがございます。この超過

部分については各団体の裁量によって、支障といいますか崩すことも可能だというところ

で、この段階では還付金という名称になってございますけれども、超過納付の取り崩しと

いうことで 2000 万円を計上しているというところでございます。 

 

立崎委員長 
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 板垣委員。 

 

板垣委員 

 まず未熟児養育医療費徴収金の件ですけれども、一般的に考えますと、市民の方から、

未熟児養育医療を受けた方から徴収するということになるのかなと思うのですが、だけど

それは少しおかしいですよね。うちは子ども医療費助成制度というのがあって、それで就

学前につきましては所得にかかわらず無料ですよね。自己負担なしということですよね。

ですから未熟児といえども乳幼児ですから、当初からそれは医療を受けたときから自己負

担なしでしかるべきだと思います。それについてのこの説明ですけれども、ホームページ

の説明ですけれども、その未熟児養育医療の場合、この医療費の自己負担額のうち一部を

所得に応じて負担していただきますということになっていますよね。負担していただいた

この負担分は北広島市子ども医療費助成制度を利用することができますというように、な

んかわかりにくく書いてあるのですが、これでの解釈としては一旦自己負担して、後から

還付されるというようなことなのかなと思うのですが、本来の子ども医療費助成制度につ

いてはそうじゃないですよね。当初からとにかく今申し上げましたように、就学前までは

無料ということになるわけですから、この記述の仕方あるいは制度の取り扱い方に少し問

題があるのではないかと思います。 

それからこの寡婦控除についてですけれども、今説明をされたとおりだと思いますけれ

ども、全国的にはひとり親といっても未婚あるいは非婚、結婚していないひとり親家庭と

いうのもかなりいらっしゃるわけですよね。そういう非婚の家庭に対しての寡婦控除に現

在のところ、当市においてはなっていないわけですよね。非婚か既婚かいうようなことで

差別するのはだめだということで最高裁判決も出ているわけですけれども、それに伴いま

して非婚あるいは未婚のひとり親家庭に対しての支援制度というのは、全国的に変わって

きていると思うんですね。新聞報道によりますと法律的には先ほど説明をされたとおりで

すが、やはり非婚のひとり親家庭についても支援しなくてはいけないということで、みな

し寡婦控除という名が広まっているということですよね。現在では 19 市にのぼっていると。

例えば 1997 年にもう既に岡山市が始めていますけれども、2012 年には札幌もこのみなし寡

婦控除制度というのを適応したということですよね。さらに詳しくお伺いしますけれども、

例えば寡婦控除の場合は 30 万円の控除が受けられるわけですけれども、年収 180 万円のひ

とり親家庭で寡婦控除を受けた場合と受けない場合とで、例えば保育料などはどの程度違

ってくるのかお伺いします。 

 

立崎委員長 

 土山課長。 

 

土山国保医療課長 



H26.3.6【平成 26年度 予算審査特別委員会】 

16 

 

 未熟児養育医療の徴収金のことでございますけれども、医療費助成制度は優先順位がご

ざいまして、未熟児養育医療と北海道医療助成事業は、国の制度ということで、未熟児養

育医療を受ける方は子ども医療の受給資格がありましても優先的にそちらの方を受け、自

己負担については子ども医療の対象だという制度でございます。未熟児養育医療につきま

しては先ほど言いましたように所得制限もございませんので、生活保護を受けていらっし

ゃる方も子ども医療の所得制限を超えていらっしゃる方も、未熟児養育医療を受けること

ができます。子ども医療を受けていらっしゃる方については、25 年の権限移譲の前は板垣

委員がおっしゃっていたように一旦負担していただいて、その領収書を持って子ども医療

の申請の窓口に来られていました。昨年からは権限委譲で市に下りてきたことによりまし

て、子ども医療を受ける方につきましては市に受け取りを委任するということで、未熟児

医療の返納金の徴収金に対して委任状を貰うことで、負担がないような形になっておりま

す。そういうことでご理解いただければと思います。 

 

立崎委員長 

 仲野課長。 

 

仲野児童家庭課長 

 それでは板垣委員のご質問にお答え申し上げます。年収 180 万円ぐらいのひとり親家庭

で寡婦控除を取れるか取れないかによる保育料の違いということであります。それに関し

てはまず、寡婦控除を取れる場合は保育料については 0 円ということになっております。

未婚の母等で寡婦控除が取れないケースについては、その方の税上の控除にもよるのです

が、一般的な部分でいけば所得割はかかってくるだろうということで計算しますと、3歳未

満児については母子の減免というのはきくのですが 1 万 3300 円、3 歳以上児については 1

万 100 円ということになっております。控除が多くて均等割のみということであれば、3歳

未満児については 1 万 1100 円、3 歳以上については 7600 円という金額になっております。

以上です。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 とにかく未熟児養育医療につきましては本当に大変な思いをされているご家族の方に負

担がかからないように、是非この子ども医療費の制度を徹底していただきたいと思います。 

 寡婦控除についてですけれども、答弁いただきながらも、答弁する側としても、これは

少しおかしいというように感じるのではないかと思うのですが、結婚歴があるないによっ

て、このように大きな差が出るわけですよね。今おっしゃられたのは、例えば保育料にし
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てみれば月額ですよね、月額 1万 3300 円。年額ですといくらですか。15万円から 16万円、

20 万円近くの負担の差が出てくるわけですよね。その他にもこの階層が 1 ランク上がると

か下がるとかいうような影響というようなのもかなり出てくると思うのです。そうします

とかなりの方々に大きな影響を及ぼすということじゃないかなと思いますよね。是非この

結婚歴があるないに関わらず、等しく控除が受けられるようにするべきじゃないかと思い

ます。札幌市なども既にそういうようにされているということですから、是非そのように

していただきたいと思いますけれども、見解をお伺いします、 

 

立崎委員長 

 仲野児童家庭課長。 

 

仲野児童家庭課長 

 保育料の関係でございますが、ご存じのとおり子ども子育て支援新制度ということで 27

年 4 月から新しい制度に移り変わるということで、その中で国が公定価格というのを決定

して、各自治体が保育料を決めていくという形になってございます。その際に先ほど板垣

委員がおっしゃったとおり、みなし寡婦ということで取れるような形で検討してまいりた

いと考えております。以上です。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは 2点ほどお聞きします。まず 38ページの諸収入で、し尿処理の収入ですが、予

算前年で見ますと 1321 万円減額になっておりますが、これは道央地区環境衛生組合の廃止

統合に伴うものなのか、それとも別の要因なのか。それから今後の推移ですね、来年度以

降どのようになっていくのかお答えください。 

2 点目、48 ページ諸収入で駐車場利用料金納付金 1524 万円、前年度の予算表と比べて 26

年度のこの予算は増えているのかどうなっているのか。それから内訳がどのようになって

いるのかご説明下さい。 

それから現在の駐車場の稼働率、これはどのようになっているのか。当初この駐車場を

建設したときに、長年にわたってこの建設コストに関して駐車場利用料金を当てていくと

いうことで、この推移ですね。現状はどのようになっているのかご説明をお願いします。 

 

立崎委員長 

 塚崎市民環境部長。 
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塚崎市民環境部長 

 1 点目にご質問がありました、し尿処理受託事業収入についてお話しいたします。まずし

尿処理の責任でございますけれども、ご存じのように 3 町との組合がございますが、そち

らのほうで本来処理しなければならないし尿を、現在北広島市の下水道処理施設で処理し

ていることから、その組合のほうから処理にかかる処理委託費分を貰っているということ

でございます。来年度以降どうなるかについてですが、先に説明させていただいています

けれども、平成 27年度 3月末をもって組合が解散される予定ですので、それ以降につきま

しては平成 26年度中に北広島市に 3町から事務の委託を受けるということを議会で議決し

ていただきまして、し尿処理を始めてまいります。そのことによりまして今度収入がどう

なるかということになりますと、今までは北広島市もこの組合に加盟していましたので、

市の分を払っていたわけですけれども、今度は北広島市が 3 町からそのし尿処理分をいた

だくということなりますので、この金額については変動があるものと考えています。以上

です。 

 

立崎委員長 

 吉川主査。 

 

吉川管理担当主査 

 藤田委員の質問にお答えします。指定管理者が提案してきた平成 26 年度の駐車場利用料

納付金は 1576 万 7000 円ですが、消費税や電気料金の値上げで約 52 万 5000 円ほど管理費

が増えることを見込み、その分を差し引いて平成 26 年度は 1524 万 2000 円となり、前年度

より若干の減額となっています。 

利用状況につきましては平成 23 年度から右肩上がりに利用台数は増えておりまして、収

入も増額しており、詳しい値は手元に資料がございませんので、改めて藤田委員へお答え

いたします。 

 駐車場の建設時の見込みについても手元に資料がございませんので、後日お答えいたし

ます。 

 

立崎委員長 

 ほかに歳入に関してご質問ございませんか。 

 （「なし」と呼ぶものあり） 

 以上で歳入の質疑を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

 

休 憩  11 時 09 分 

再 開  11 時 13 分 



H26.3.6【平成 26年度 予算審査特別委員会】 

19 

 

 

立崎委員長 

 休憩を解き再開いたします。次に歳出の議会費の質疑を行います。 

 （「なし」と呼ぶものあり） 

 以上で議会費の質疑を終わります。 

暫時休憩いたします。 

 

休 憩  11 時 13 分 

再 開  11 時 13 分 

 

立崎委員長 

 休憩を解き再開いたします。次に総務費のうち出張所費を除く総務管理費、企画費の企

画総務費、都市計画調査費、広報費、市民生活費のうち男女共同参画推進事業、市民協働

推進事業のうち市民協働推進事業、市民参加推進事業、徴税費、選挙費、統計調査費及び

監査委員費の質疑を行います。 

質疑のある方は。武田委員。 

 

武田委員 

 それでは総務費の 3 項目についてお伺いいたします。まず 1 項目目ですけれども、予算

書の 63 ページ、政策経費事業一覧 26 ページの防災資機材整備事業についてお伺いいたし

ます。この事業が防災資機材の備蓄や食料品など生活関連備品を備蓄する事業で、俗に言

う備えあれば憂いなしの事業であると理解をしております。26 年度の予算額を確認します

と、25 年度予算額よりも 717 万 8000 円もの増額予算となっております。市民の安全安心の

ために心強く感じているところでございます。厳冬期の災害に備えるための避難装備品と

して石油暖房機や毛布などが備蓄されていると思いますが、厳冬期における避難訓練を実

施した旭川市や北見市の検証では避難所には毛布はもちろんのこと、寝袋の備えも必要で

あると。これは新聞に報道されていたわけでございますけれども、当然の検証結果である

と思います。隣町の札幌市では 26年度までに避難者全員に毛布と寝袋が配布できるよう備

蓄計画が進められております。そこでお伺いいたしますが、まず 1 点目といたしまして 26

年度予算の 1005 万 5000 円で備蓄される備蓄品の内訳についてお伺いいたします。2点目と

して防災計画書を確認しますと、避難所の標準装備品として当然毛布と寝袋が示されてお

り、整備目標数量は 6000 枚となっております。現在どのくらいの数量を備蓄されているの

かお伺いをいたします。以上 2点についてお伺いいたします。 

2 項目目といたしまして、予算書 69ページ、政策的事業一覧 43 ページ、ファーストマイ

ホーム支援事業でございますけれども、この事業につきましては昨日までの代表質問にお

いて活発な質疑がなされました。このことを踏まえましてお伺いをしたいと思います。こ
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の事業は人口増加策の事業として年齢 50 歳未満で世帯に 18 歳以下の扶養親族がいて、市

内に初めて住宅を購入され、定住される方に 50万円を助成する事業で、市政方針にもござ

いました市長の 3 期目の目玉事業として大いに期待されるものであります。そこでもう少

し理解を深めるために、細かな質問ではありますけれどもお伺いしたいと思います。まず 1

点目として助成予定件数についてですけれども、我々に配付されました資料を確認します

と、平均社会減数を増加させるため年間 30 件が助成予定件数で、根拠説明において 30 件

の 4 人家族で 120 名の人口増加策であるとの説明をされました。北広島市の 3 カ年の人口

減少を確認しますと、23 年度が 174 名の減少、24 年度は 247 名の減少、今年 25 年度、こ

れは 1 月現在ですけども 182 名の減少となっております。この減少人口をもとに北広島市

の住宅建設戸数、これはあくまでも住宅を新築した戸数ですけども、戸数を調べてみます

と 23年度は 148 戸、24 年度は 147 戸、25 年度 1月まで、今年度の 1月までですけども 157

戸となっております。この 3 カ年の実績数字をもとにお伺いをいたしますが、毎年 150 名

以上の人口減少で、毎年と言っていますが 3 カ年の実績ですけれども 150 戸以上の住宅建

設の実績であることを考えますと、予定戸数の 30戸は人口増加策としては全く効果のない

戸数であると考えます。札幌市近郊では初めての事業実績だとマスコミ発表され、マスコ

ミも注目する事業であることを考えますと、30 戸の予定戸数についてどのようにお考えに

なっているのかお伺いをいたします。続きまして 2点目ですけども、助成金 50万円の対象

についてですが、現在親が住んでいて、その住宅を二世帯住宅にしたいということで息子

夫婦名義で建てかえる場合、当然土地は親名義ですけれども、この場合は助成の対象とな

るのか。また親が亡くなり敷地や住宅を相続して住んでいる、そして住宅を建てかえる場

合には対象になるのか。合わせてお伺いいたします。3点目ですけども、対象者についてこ

れは後でも申しますけれども、お試し移住事業でも同じような表記はされておりますけれ

ども、暴力団でないことの条件についてですが、暴力団であるかないかをどのように確認

されるのか、この点についてお伺いします。最後の 4 点目ですけども、当然助成に対する

詳細については補助要綱等で示されると思いますけれども、もし申請内容を誤魔化して助

成を受け、発覚した場合などの対応についてはどのようにお考えになっているのかお伺い

をいたします。以上 4点についてお伺いいたします。 

続きまして予算書同じく 69 ページ、政策経費事業一覧 43 ページのお試し移住事業につ

いてお伺いいたします。政策経緯事業一覧の中を読みますと、当然ながら定住促進を図る

ため移住体験を通して北広島市の住み良さを実感してもらう事業と説明されております。

利用料金について 5月から 9 月は月額 6 万 6000 円、10 月から 3 月は月額 8万 2000 円で貸

出期間は 1 カ月とするとなっておりますが、この 1 カ月間の貸出期間と月額利用料金を考

えますと、どのような利用者を想定しているのかお伺いをいたします。以上の項目につい

てお伺いをいたします。 

 

立崎委員長 
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 橋本主査。 

 

橋本危機管理担当主査 

 武田委員のご質問にお答え申し上げます。防災資機材整備事業では防災対策の推進を図

るため、資機材や食料品など地域防災計画に基づき計画的に整備を行っているところです。

整備に当たりましては、地震災害による避難者数を想定し、避難所において必要となりま

す毛布や食料など品目数量を定めているところです。ご質問にございました平成 26年度に

予定している備蓄品についてでありますが、缶入りパン、アルファ化米といった食料品に

ついては 2500 食、備蓄毛布 1800 枚、汚物収納袋 8000 組、ほかに衛生用品等を予定してい

るところです。またこのほかジェットヒーター1台、発動発電機 3台の整備を予定しており

ます。次に毛布、寝袋の現在の備蓄数量につきましては、合わせて 3600 枚備蓄をしており

ます。以上であります。 

 

立崎委員長 

 川村政策調整課長 

 

川村政策調整課長 

 私のほうからファーストマイホーム、１点目と 3 点目の関係をまず説明させいただきま

す。 

まず件数の関係ですけれども、今武田委員がおっしゃった数字は社会減プラス自然減の北

広島市の 1 年間の人口減少数となっております。今回のファーストマイホームの狙いにつ

きましては、あくまでも転入転出、いわゆるその抑制も含めた中での社会減の対応という

ことで、平均すると 3 年間約 120 名ということで、これを何とか押しとどめたい、留まら

せたいということを含めまして 30 件という戸数を設定したところであります。できれば今、

住宅戸数というのは黙っていても 150 戸から 200 戸程度建っていますが、その内数ではな

くて、それに乗せるような形で人を呼び込みたいということで、期待も込めて今回 30 件と

いう数字を示しているところでございます。 

それから 3 点目の暴力団の関係ですが、ファーストマイホーム、お試し移住に関しまし

ても申請時にはそういったことに該当がないという旨を本人に出させますけれども、実際

それを基に 1 件 1 件その方についてどうなのかという照会については、現実的になかなか

難しいかと思います。このたび条例でも上程しておりますが、暴力団に関する条例も含め

た中で明らかに申請時において又は入居されている状態において、その身なり、風貌、態

度、そういったものが条件に該当する疑いがある場合については、適宜照会をかけながら、

その旨対応してまいりたいと考えております。以上です。 

 

立崎委員長 
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 志村主査。 

 

志村総合計画担当主査 

 それでは私のほうからファーストマイホーム支援事業の 2 点とお試し移住の件について

お答え申し上げます。まず初めに個別的なご質問いただきました、息子さん名義で建て替

える件と土地が元々あったものに建て替えるという部分につきましてですが、今考えてお

りますのは、あくまでも申請される方が購入者であって、そしてその方の登記簿上の所有

者であるという部分が具備されていれば対象と考えてございます。 

2 点目でございますが、不正な申請の場合についてでございますが、こちらについての取

り扱いにつきましては、通則的な規定であります北広島市補助金等交付規則により取り扱

うことと予定しておりまして、その中での第 14 条、また 15 条、16 条及び 17条で取り消し、

返還、違約金の加算と延滞金等も含めて対応させていただきたいと考えております。 

最後に 3 点目のお試し移住の部分でございますが、利用料金等も色々と勘案しましてど

のような利用者をということでありましたが、こちらにつきましてはまずは本市への移住

を検討されていて、モニターの発信等もできる方とか色々ありますけれども、実態的にこ

ちらの 1 カ月間の生活を踏まえた中で、本当に本市で生活をしていけるような要件がある

かどうかを勘案していただいた中で、将来的に住んでいただける対象者をと考えておりま

す。現在のところその具体的な対象者という部分では、昨日までの答弁にもございました

とおり広く考えておりますが、都市に活力を与える方々とかそういった表現もございます

けれども、私どもとしてはまず本当にこの市で目の前が都会ですけれど、振り返れば自然

というこの北広島の良さをわかって生活をしていただける方に是非体験していただきたい

と考えているところであります。以上でございます。 

 

立崎委員長 

武田委員。 

 

武田委員 

まず再質問ですけれども、防災の資機材整備の事業についてですが、1点だけお聞きをし

ていたしますけれども、今現在寝袋の数はどれだけあるのかをお伺いをいたします。 

それと先ほどのファーストマイホーム制度の 3 点目の暴力団の確認方法ですけれども、

今現在よく聞きますのは、市営住宅の時に確認するという形になっておりますけども、市

営住宅はどのような確認を取っているのか。この確認に対してどのような形でやろうとい

う意思を示す必要はあるだろうと思いますので、それについてお聞きいたします。 

 

立崎委員長 

 橋本主査。 
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橋本危機管理担当主査 

 武田委員のご質問にお答え申し上げます。現在市で備蓄しております寝袋の枚数ですけ

れど 300 枚となっております。ただし市では災害時に民間事業者からの協力もいただくよ

うな形での強化も進めておりますので、そういった民間事業者とも連携を図りながら防寒

対策の充実については考えております。以上です。 

 

立崎委員長 

 川村課長。 

 

川村政策調整課長 

 先ほど確認の方法ですが、具体的にはその対象者を厚別警察署の方にその旨照会し、そ

の登録状況等を確認するということになっております。以上です。 

 

立崎委員長 

 武田委員。 

 

武田委員 

 色々とご苦労なことだと思いますけれど、まず防災資機材整備事業についてですけれど

も、要望として受けとめていただきたいのですが、防災契約書を確認しますと備蓄数量に

対する根拠が示されておりますけれども、当然先ほど言った 300 枚が適正かどうかはわか

らないのですが、ここ数年の想定外の災害発生から考えますと特に厳冬期、北海道の場合

は厳冬期の部分でやはり寝袋も重要な装備品であるのではないかと考えております。です

から現在の装備品の数はわかりますけれども、最低でも北広島の場合には大きく 4 地区に

分かれていますので、1000 枚ぐらいを備蓄していただきたいなと思っております。これは

あくまでも私からの要望ということで受け止めていただきたいと思います。 

それとファーストマイホーム制度についてですけれども、これも今後の要望として受け

とめていただきたいのですが、先ほど社会現象というのも見ました。実際に例えば出生し

て死亡、これを差っ引いた数字が大体 130 とかになっております。そして転入転出を差っ

引くとどうかということで実際に計算をみました。確かにそこまで目を通しているなとい

う感じはいたしましたが、この戸数について私が先ほど述べました 1 月現在 157 戸につき

ましては、当然 4 月からの消費税の増税の影響で増加しているものと思います。昨年まで

の 140 戸以上の住宅戸数件数を考えますと、これは住宅ですから中古住宅の販売等々は絶

対入っておりません。あくまでこれは新築の部分で言っておりますけれども、30 戸の助成

は私はどう考えてもちょっと少ないのではないか、言っているわりには少ないなと、100 戸

くらいの補正が後々出てくるんじゃないのだろうかなと。ですから私自身が考えるには、
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結果的には当初 1500 万円の予算額が補正予算額 3000 万ぐらいが加わって、終わってみれ

ば 4500 万ぐらいの事業費になってしまうのではないだろうかと。そして現実にこの自然減

少的な社会増加減少を考えますと、120 戸というのは当然無理な数字でないだろうかなと。

これはあくまでも私の考えですけれど、思ったわけでございます。このような考え方も成

り立つということを肝に銘じて、本当に緊張感を持って対応してくださることをお願い申

し上げまして、この点の質問を終わらせていただきます。以上、私の全ての質問を終わり

ます。 

 

立崎委員長 

 要望でよろしいですか。 

 

武田委員 

 要望で結構です。 

 

立崎委員長 

 畠山委員。 

 

畠山委員 

 それでは総務費の予算書 61 ページから 63 ページ、附属資料の 26 ページですけれども、

地域防災計画改定事業、防災資機材整備事業、自主防災組織育成事業、それぞれについて

お尋ねをいたします。 

まず初めに地域防災策定事業についてでありますけれども、本市の地域防災計画は平成

23 年 4 月に改定されており、この度はどのような点に重点を置いた改定を考えておられる

のかお伺いをいたします。 

次に防災資機材整備事業についてでありますが、近年は各種補助金などを活用され大き

く増額をされているようですが、北広島市で発生する可能性の高いものへの重点的な整備

内容となっているのかをお伺いいたします。 

3 点目は自主防災組織育成事業についてですけども、自主防災組織を育成するにあたって

どのような支援内容を考えておられるか、お尋ねをいたします。 

 

立崎委員長 

 橋本主査。 

 

橋本危機管理担当主査 

 畠山委員のご質問にお答え申し上げます。本市の地域防災計画は畠山委員のご質問にも

ございましたとおり平成 23 年 4 月に改定をしておりますが、東日本大震災以降、災害対策
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基本法、国や北海道の防災計画などの見直しが進められており、こうした上位計画との整

合を図ることとしております。主な修正ポイントといたしましては、東日本大震災で得ら

れました教訓や課題、そういったものを踏まえまして災害時の被害を最小化し、被害の迅

速な回復を図る減災の考え方を基本に位置付けていくほか、自助、共助による地域防災力

の強化、多様な地域住民に配慮した避難対策など各種防災対策の強化、推進に関する内容

を予定しております。次に防災資機材整備事業についてでありますが、こちらは防災対策

の推進を図るため資機材や食料などの整備を地域防災計画に基づき行っております。整備

に当たりましては地震災害を想定いたしまして、避難所において必要となる物資の備蓄を

進めているところです。平成 26 年度につきましては食料の備蓄のほか、防寒対策の充実を

図るため毛布やジェットヒーターなどの整備も予定しているところです。次に自主防災組

織への支援についてですが、特に大規模災害時におきましては自主防災組織の担う役割が

大きいことから救助、応急対策時に必要となる資機材を市が整備し、自主防災組織に貸与

しているところです。こうした資機材の貸与を通じまして、自主防災組織に意識の向上と

防災活動の促進を図るとともに、資機材整備に係る負担軽減にも寄与しているものと考え

ているところです。以上であります。 

 

立崎委員長 

 畠山委員。 

 

畠山委員 

 それでは再質問いたします。まず地域防災計画の策定にあたり、どのような組織を立ち

上げて検討するのかを伺います。また女性の視点での意見も重要と考えていますが、どの

程度女性が参加されるのかも合わせてお聞かせください。 

次に防災資機材整備事業についてでありますけども、先ほど武田委員からもご質問あり

ましたが、この内容は承知いたしました。今後についても計画に沿って適正に整備を進め

ていただきたいというふうに思います。 

3 点目の自主防災組織の育成についてですが、この事業の評価とも考えている自主防災組

織率についてでありますが、これは昨年も質問しましたが、この 1年間でどの程度上昇し、

設立組織数はどの程度増えたのかお伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 橋本主査。 

 

橋本危機管理担当主査 

 ご質問にお答え申し上げます。地域防災計画につきましては災害対策基本法の規定によ

り北広島市防災会議が作成あるいは修正する計画となっておりますが、計画の見直しに当
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たりましては市民の皆様からもパブリックコメントなどを通じましてご意見をいただき、

計画に反映してまいりたいと考えております。また計画策定への女性の参加につきまして

は、防災対策に男女共同参画の視点を反映させ、防災会議における女性委員の割合を高め

ることなどを求めた指針、こちらは内閣府から男女共同参画の視点からの防災復興の取り

組み指針が出されておりますので、市では防災に係る方針決定過程等におきまして女性の

視点を反映させるため、防災会議に今回新たに複数の女性委員の登用を予定しているとこ

ろです。 

次に自主防災組織についてでありますが、現在設立数は 66団体となっており、組織率は

52.8%です。これは全道平均が現在 49.5%ですので、全道平均をやや超えている状況であり

ます。昨年と比べますと団体数は 14 団体増え、組織率は 14%高くなっております。以上で

あります。 

 

立崎委員長 

 畠山委員。 

 

畠山委員 

 ありがとうございました。自主防災組織 66 団体、組織率が 52.8%と昨年から 14%増とい

うことで努力した成果が表れているというふうに思っております。これは評価しておりま

すが、なお一層 100%を目指して推進していただきたいというふうに思っています。 

これは要望ですが、総合的な観点から防災対策にかかわる事業への取り組みについて、

やはり冬期間の災害を想定した防災計画や防災資機材の確保、自主防災組織に対する国の

対応がまだ少し準備不足であると感じております。毎年秋口には防災訓練などを実施して

いるようですが、冬期間の訓練も必要でないかなというふうに思っております。北海道は

半年が冬であります。このたびの防災計画も改定に当たっては資機材の整備、自主防災組

織に対する単なる資機材の提供に終わることなく、冬期における対応、資機材の整備、指

導についても考えていただきたいというふうにお願いを申し上げまして私の質問終わりま

すが、何かあればお願いします。なければ結構ですけども。ありがとうございました。 

 

立崎委員長 

 折原危機管理課長。 

 

折原危機管理課長 

 ただ今畠山委員から要望のありました、特に冬期間の防災対策についてでありますが、

先ほどの武田委員からもご質問が出ましたけれども、市といたしましても重要な課題であ

ると認識しております。冬期間は防寒対策上、公園やグラウンドなどの戸外への避難は一

時的なものであることから、収容避難所の迅速な開設を図る必要があると考えております
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し、そのための適切な資機材の整備や人員の体制整備を進めていかなければならないと考

えております。今後につきましても冬期間の防寒対策を含めた防災対策の充実のために取

り組んでまいりたいと考えております。以上であります。 

 

立崎委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 2 点ほどお聞きします。まず学校跡施設の外構部分、表周りは昨日見させていただいてか

なりいいものができているなと思うのですが、あそこの駐車場について正門前のロータリ

ーは潰して駐車場スペースをとるという話ですけれども、あれだけの規模であれば駐車台

数が必要かなと思うのですが、駐車場の確保をどうするのか、現在のところ何台ぐらい停

められる予定になっているのか教えてください。 

 

立崎委員長 

 若澤主査。 

 

若澤学校跡利用担当主査 

 ご質問にお答え申し上げます。広葉小学校跡施設の外構工事につきましてですけれども、

駐車場の拡幅につきましては正面にあります既存の駐車場を拡幅いたしますと共に、団地

側、今現在学童クラブ、生きがいデイサービスのある側、こちらの敷地も舗装いたしまし

て来場者用の駐車場とすることといたします。一番グラウンドに近い棟の裏手のほうにも

砂利を敷きまして職員用の駐車場とする予定でございます。ご質問のありました駐車場の

台数ですけれども、今現在の計画といたしましては車いす用の駐車場も含めまして来場者

分で 57 台分、それから職員用の駐車場で 21台分を想定して準備を進めているところです。

以上です。 

 

立崎委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 わかりました。あそこはエコミュージアムが入っていたり、大きな会議室などもありま

すよね。会議室であればマックスで 150 人入るというお話でしたよね。そうなると全員が

車に乗ってくるわけでないにしても、57 台というのはあっという間に埋まってしまうので

はないかなと思います。その時の対策をどうするのか。あそこら辺は路上駐車は多分出来

ませんので、その対策をどうするのか。あとあそこでグラウンドをどのように活用するの
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か。グランドを駐車場として置けるのかどうなのか。グラウンドに入るスロープはあるは

ずですね、大谷幼稚園側にね。その辺の活用をどうするのか。教えて下さい。 

 

立崎委員長 

 若澤主査。 

 

若澤学校跡利用担当主査 

 今ご質問のありました駐車台数はそれで足りるのかということですけれども、通常の使

用の範囲におきましては来場者の駐車場は確保できるものと考えますが、例えばイベント

等であらかじめ多数の来場者が予想される場合などにつきましては、例えば花ホールの臨

時駐車場、少し遠いですけれどもそちらに駐車場を確保するとか、近隣の市の施設の駐車

場を確保するなど、運用によって対応することとしたいというふうに考えております。 

 

立崎委員長 

 川村課長。 

 

川村政策調整課長 

 グラウンドの関係ですけれども、実は広葉小学校はお分かりのとおり形状が段々になっ

ておりまして、駐車場の確保は形状的になかなか難しいというのはご理解いただけると思

います。その中で先ほど言った台数の確保、それからグラウンドにつきましても一部スロ

ープはありますが、そのまま車両の乗り入れとなりますと、なかなか普通乗用車だとおな

かがつかえてしまうような形状にもなっております。今回一部段差を切り下げまして、緊

急時それから何かあったときには、一部乗り入れるようには作業するつもりですけれども、

一般的にはグラウンドを常に開放して駐車場として使わせるということは現在のところ考

えていないところであります。以上です。 

 

立崎予算審査特別委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 花ホールの臨時駐車場というのは現実的じゃないですよね。少し遠いです。何とかそん

なに遠くないところに確保しなければいけないのかなと。大変なのはわかりますけれども、

来る人からすると花ホールの臨時駐車場に置いて、歩いて広葉小学校には多分行かない、

行きたくないですよね。ですから何とかグラウンドの活用も少し視野に入れていっていた

だけたらなと思います。これはちょっと答弁はいらないですので、それだけお願いいたし

ます。終わります。 
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立崎委員長 

 滝委員。 

 

滝委員 

 それでは 4 項目についてお伺いします。昨日までの代表質問と少し重なるところがある

と思いますが、それも踏まえて質問させていただきます。初めに予算書 57ページの施設管

理費新庁舎建設事業についてですけれども、この事業内容については基本設計、実施設計

の策定ということだと思うのですが、この間の特別委員会で資料を貰った中でまず時期に

ついての確認ですが、これは 7 月中までに策定するということで間違いないかということ

が 1 つと、それを踏まえて環境に配慮した自然エネルギーの活用ですとか省エネルギーに

よる経費削減などの工夫された取り組みはどのようなものがあるのかお伺いいたします。 

2 点目は 69 ページ、大学連携推進事業ですけれども連携協定を結んでから 1 年が経とう

としていますけれども、これまでにどんな特徴的な行事を行ってこられたのか。またそれ

らの効果についてお伺いします。 

次 3点目、同じく 69 ページ、シティセールス推進事業ですけれども、経済部でのシティ

セールス事業ということで行っていたのが、今これから企画費として計上されることにな

った結果と言いますか、どんな違った効果が現れるということを考えているのかをお伺い

します。 

最後 4点目ですけども、お試し移住事業、同じく 69 ページ、武田委員からもありました

けれども、この間いただいた資料には道内 68 の自治体で実施中ということで書かれていま

したけれども、その自治体での実績や効果などはどのようなものがあったのか。それを踏

まえてかわからないのですが、どうして当市でもこの事業を行うようになったのかの経緯

を教えてください。以上です 

 

立崎委員長 

 伊達主査。 

 

伊達庁舎建設担当主査 

 それでは滝委員の質問にお答えいたします。新庁舎建設事業ですけれども、スケジュー

ルといたしましては基本設計を 7 月末までを予定しております。続きまして実施設計は来

年の 3 月までを予定しております。環境に配慮した設備等につきましては、今基本設計の

方で地中熱の活用などを検討している最中でございます。以上です。 

 

立崎委員長 

 若澤主査。 
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若澤学校跡利用担当主査 

 それでは大学連携の件に関してのご質問に対してお答え申し上げます。平成 25 年の 4月

に道都大学と包括連携協定の締結を行いましたけれども、その主な事業といたしましては、

まず大学の新入生の歓迎会におきまして市長の特別講演を行いましたほか、例えば学生に

北広島市を知ってもらうということを目的といたしまして、北広島市の概要とまちづくり

ということで講演を行いました。また学部ごとに市内の施設の見学ですとか、また市の職

員による福祉関係の講義等も行ったところでございます。また災害時における相互協力相

互支援のための覚書を締結いたしましたほか、2月には市と共催をいたしまして高校生のバ

ンド大会、「キタヒロポプコン」を花ホールにおいて開催したところでございます。主な事

業については以上でございますが、この連携協定を締結した効果はあったかというご質問

ですけれども、協定を締結する以前につきましては市の担当部局と道都大学において個別

に連携を行なって、事業を行うということが多かったのですが、包括連携協定を締結した

ことによりまして、市と大学とで全体として連携して取り組む体制が整いまして、こうい

った一連の連携事業に着手できたということは評価できるというふうに考えております。

以上です。 

 

立崎委員長 

 志村主査、 

 

志村総合計画担当主査 

 シティセールスの関係からご回答させていただきます。まず 1 点目のシティセールスの

体制についてですけれども、これまでは経済部商業労働課を中心として北広島市の地域ブ

ランドの創出、また魅力の発信等をやってまいりました。今までは市の名前を上げていく、

向上していくための政策として、まずはブランド作りというような視点から過去数年間進

めてまいりました。今回市長の執行方針にもございましたとおり、定住人口の増加という

部分につきましては本市が目指す 1 丁目 1 番地の政策ということもありまして、全庁一丸

となった取り組みを進めてまいりたいという観点から、平成 26年度以降、当部政策調整課

を主幹として進めてまいりたいと考えております。その中では全庁横断的な担当者会議も

定例的に開催してまいりたいという部分も考えておりますし、また政策事業一連の進行管

理もしながらですね、定住人口の増加に向けた取り組みを進めてまいりたいという考えを

持ちまして、今回移管していこうというものでございます。 

続きましてお試し移住の実績状況についてでございます。平成 24年度の実績でございま

すが、道内 68 市町村で実施しておりまして、全体的な効果としては過去最高の 1975 人の

方が利用をされておりまして、平成 23 年度に比べて約 30%の利用者の増加がされていると

いう状況でございます。また平均滞在日数も 30日を超えておりまして、短期的な滞在より
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も長期的な滞在型が増加しているというところであります。また利用者のアンケートの回

答では全体の 85%が大変満足または満足しているとの回答をいただいております。ちなみに

利用者の状況ですが、首都圏の方々が 40%、近畿圏在住者が 24%、中京圏いわゆる愛知県方

面ですけれども、こちらの方は 12%の順で報告をいただいております。このような部分も踏

まえて我が市でも本当に定住をして、北広島の環境で生活をしていきたいという方々を募

り、進めてまいりたいという部分につきまして判断に至ったところでございます。このよ

うなことを踏まえて本当のうちの市の素晴らしさを訴えて情報発信もしつつ、定住人口の

増加に努めてまいりたいと考えています。私からは以上でございます。 

 

立崎予算委員長 

滝委員。 

 

滝委員 

ありがとうございます。まず新庁舎の建設事業についてですけれども、この間の委員会

においても地中熱のことについてはお聞きしました。環境省からの補助金があるいうこと

でそれも検討していきたいと。この新庁舎の基本方針においては、省エネルギーですとか

環境に配慮したクリーン庁舎の実現を目指すということで、ほかにも太陽光発電とか様々

他にもまだまだあると思うので、そういったことも含めて新たな、例えば北海道内では沼

田町や美唄市で行っている雪を使った冷熱エネルギーですとか、雪は皆さんにとってネガ

ティブなイメージしかないかもわからないですけど、実は時期を変えれば本当に素晴らし

いエネルギーになるというか、そういったものがこれからこの 1 年の間に新たな見解とし

て考えられるのか。やはりクリーン庁舎を目指すということで出ていますので、そういっ

た取り組みが積極的に行われるのかお聞きします。 

2 つ目、大学連携事業についてですけども、今回初めて 10 万円という予算がついたので

すが、この具体的な使い方というか内容についてお伺いします。 

3 点目、シティセールス推進事業についてですけれども、こちらの附属資料の方にＰＲパ

ンフレットの作成と、あとテレビＣＭというふうに書かれているのですが、どんなパンフ

レットを作る予定なのかと、あとテレビＣＭもどのような内容なのかお聞かせ下さい。あ

とお試し移住事業ですけれども、こちらモニター発信を行うことができる方を対象にする

ということで、ターゲットを先ほど武田委員も聞かれていましたけれども、年代的なター

ゲット、若者を狙っているのか、どういう世代を狙っているのかなどがあるのか、例えば

モニター発信ということですとネットになるのかなと思うのですが、そういったネット発

信の制限などを設けるのか。これ 1 ヵ月となっているんですが、長期になっても大丈夫な

のか、この事業もずっと続けていくのか、そういったことも考えていらっしゃるのであれ

ばお聞かせください。以上です。 
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立崎委員長 

 及川課長。 

 

及川庁舎建設推進課長 

 滝委員のご質問にお答えいたします。先ほどご回答申し上げました自然エネルギー等の

活用つきましては、一事例といたしまして地中熱の答弁をさせていただきましたが、今後

進めてまいります基本設計等の中で自然光を利用した照明または太陽光発電、それと自然

通風を使って空調の費用を抑えるですとか、色々な方法につきまして検討してまいりたい

と考えております。以上でございます。 

 

立崎委員長 

若澤主査。 

 

若澤学校跡地利用担当主査 

 滝委員のご質問の包括大学連携協定に係る部分についてご回答申し上げます。平成 26年

度の予算におきまして、大学連携学生地域活動支援事業補助金という補助金を新たに創設

することとしております。この補助対象事業はどんな事業を想定しているのかというご質

問だったかと思いますけれども、補助対象事業といたしましては学生を中心とした自主的

な活動による、例えば地域福祉であるとか、環境活動、教育文化、観光産業その他まちづ

くりに関する事業等を想定しておりまして、これらに該当する事業でありましたらテーマ

は限定せず補助対象としたいというふうに考えております。具体的には例えば高齢者の訪

問活動でありますとか、写真展などの学生の展示イベント、またはスポーツイベント、そ

れからお祭りですとか商店街のイベント等の地域イベント活動、これらに対する活動とい

うことがあるのかなというふうに想定をしております。以上です。 

 

立崎委員長 

 志村主査。 

 

志村総合計画担当主査 

シティセールスの関係、お試し移住の関係につきましてご回答申し上げます。 

まずシティセールスのＰＲパンフレット等の内容についてでございますが、今まで私ど

もの市では個々の政策の紹介をするものであるとか、一連の北広島市の紹介という概括的

な資料としてのパンフレットはございましたが、今回定住人口の増加に向けた政策のくく

りとしたシティセールスのプロモーションを考えております。定住したい要件として子育

ての状況また教育環境、その他色々な住環境の情報、そういった形でここに住んでみたい

なという方々が入りやすいというか見に行きやすいものを、ホームページやパンフレット
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という形で先進市等のものも今勉強して考えているところであります。同じようにテレビ

ＣＭというふうになりましたけれども、それだけではなしにシティセールスの映像制作と

いう形でＣＭに流す映像だけではなく、他のイベント等でも使って紹介できる映像も一緒

に作ります。いっぺんに作って、安く色々と対応できるものですから、そういった部分に

つきましても住みに行くためにはどういう情報がいいかという切り口から紹介できるもの

を作ってまいりたいというふうに考えております。周辺の市町村では現在三笠市がお盆と

年末年始に放送で宣伝等をされております。そういった部分も参考にしつつ、私どもの市

ならではの環境を訴えていくシティセールスを展開してまいりたいという形で考えており

ます。 

続きましてお試し移住のモニターの関係でございます。モニター発信できる方というの

はまず物理的な能力という以前に、モニターを発信することをいとわないと言いますか、

協力していただける方という部分からの表現も含めたものとして考えています。近年若い

方だけでなく高齢の方々もパソコン等が非常に上達されている方がたくさんいらっしゃい

ます。ただモニターの協力という部分で、まずはしていただける方かどうかという部分を

想定したものとしてご理解いただきたいと思います。それと若者等も当然ございますが、

まずはこちらについては全体的には人口増加というものについては若い方々という言葉も

出てまいりましたが、本当にここの部分は移住体験してみたいという部分からの入口とし

て、年代的な部分までは特段こちらでは詳しい設定はしておりません。あとネット発信制

限について設けるのかということですが、この辺につきましては今後の運用を含めた中で

検討してまいりたいと思います。あと長期の滞在という部分につきましては、利用原則と

いうのを基本 1カ月というふうにしております。これは近隣市町村から今回制度を考える

にあたって教えていただいたのですが、短期型であればバックパッカーと言われる方々の

利用が高くなり、実際に移住したいという方ではなくて旅行感覚で来られる方も多いとい

う部分もあって、またモニターとして発信していただくためには最低 1カ月間は生活を体

験していただきたいという部分も含めて期間を設定しております。そういった意味も込め

まして私どもは多くの方々に体験していただきたいという観点から、その方々が 1カ月終

了した後また長期でいきたいという場合、その他の応募者の状況等も勘案して、もし他に

初めて体験したいという方がいらっしゃればその時に対応してそちらの方を優先とするな

ど、そういうような運用で考えております。やみくもに長期間やらせないということでは

ないので、ご理解いただきたいと思います。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 滝委員。 

 

滝委員 



H26.3.6【平成 26年度 予算審査特別委員会】 

34 

 

ありがとうございます。最後に新庁舎についてですが、経費がかかってしまうかもしれ

ませんけれども、やっぱり環境に負荷をかけない自然エネルギーを利用した地球環境に配

慮した新庁舎を目指してほしいと思います。それが市民のシンボルとなる新庁舎になると

思いますし、市のシティセールスにもつながると思いますのでよろしくお願いします。 

 大学推進員事業についても、学生にとってもまちづくりにとっても有効にこの 10万円が

使われますようによろしくお願いいたします。 

シティセールス事業については、例えば色んな所に視察に行くとその市のＤＶＤなど、

紹介でよく観させてもらうこともあるのですが、そういったものもあってもいいのかなと

思いましたのでお願いします。 

あとお試し移住についてもこれからのことなので色々なケースが出てくるかと思います

ので、柔軟な対応をお願いして、以上で終わります。 

 

立崎委員長 

 暫時休憩いたします。 

 

休 憩  12 時 08 分 

再 開  12 時 08 分 

 

立崎委員長 

 休憩を解き再開いたします。 

午後 1時まで休憩にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

午後 1時まで休憩といたします。 

 

休 憩  12 時 08 分 

再 開  13 時 00 分 

 

立崎委員長 

休憩を解き再開いたします。 

質疑をお受けいたします。 

 永井委員。 

 

永井委員 

 それでは総務費から 2 点、企画費から 3 点についてお伺いいたします。先ほど午前中の

質問にもありましたように、総務費は防災費の中から地域防災計画改定事業と防災資機材

整備事業について、企画費は企画総務費の中からシティセールス推進事業、あとはファー
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ストマイホーム制度、お試し移住事業についてお伺いいたします。 

まず地域防災計画改定事業ですが、北海道地域防災計画との整合性を図るためにこのた

び改定を行うというご答弁だったのですが、それらが東日本大震災を踏まえた上でという

内容でこの 2014 年の推進計画のパブコメの資料を見ますと、その中に原子力災害に備えた

地域防災計画の見直しというものも盛り込まれているんですよね。それについてどのよう

に具体的な計画内容を見直す計画なのか、これがまず 1 点。もう 1 点、防災資機材整備事

業の中で先ほどのご答弁にもありましたが、ジェットヒーター等 4 台ほどの暖房機具を購

入する予定であるということですけれども、避難所の数とか市民の人数などを考えますと、

とてもじゃないけれど今あるものの中にプラスこの４台が含まれたとしても、特に厳冬期

はとても足りないのではないかと考えられます。今後、ジェットヒーターなどの暖房器具

のさらなる購入検討を、どのように考えているのかお伺いします。また平成 24年度時点で

ありますが、現在飲食料など５社の民間企業と災害協定締結を結んでいるということです

が、2014 年度のさらなる民間企業などとの災害協定締結の計画などはありますのでしょう

か。お伺いいたします。 

続きまして企画総務費、シティセールス事業についてですが、市民の方からも何をする

のか、もうイメージが湧かないという意見などが寄せられております。市民へのＰＲもも

っと必要ではないかと思いますが、その辺についてどうお考えでしょうか。また各費用の

用途、旅費や委託料など項目が分かれておりますが、この用途についてどのように使われ

るのかお伺いします。 

続きましてファーストマイホーム制度、こちらも５０万円の助成金ということですが、

自分でもインターネットなどで道内各地の行われている自治体などを調べたのですが、全

体的にきっと新しい事業なのでしょうか。なかなか検索しても、その道内の自治体という

のが出てこなくて、大体本州のほうの神奈川県だとかがアップで出たのですが、それで道

内の 64 自治体ですね。行われている状況と実態、それとまた現在実施されている 64 自治

体の予算と、同等程度のものなのかお聞きいたします。 

最後にお試し移住事業ですが、こちらもお試し移住事業ということインターネットで検

索しましたら、北海道のホームページが出まして、そこから市町村移住相談ワンストップ

窓口一覧というのが出てきたんですよね。この中に登録市町村として石狩管内であります

と、江別、千歳、恵庭、石狩、当別、新篠津が出てきまして北広だけが入ってないのかし

らと思いまして、このワンストップ窓口は利用される方々にとっても大変便利なシステム

ではないかなと思いますが、当市での検討はどのようにお考えでしょうか。 

 

立崎委員長 

 橋本主査。 

 

橋本危機管担当主査 
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 永井委員のご質問にお答え申し上げます。まず 1 点目の地域防災計画改定事業について

でありますけれども、今般の計画については先ほどご答弁申し上げましたとおり、北海道

あるいは国の計画との整合を図るという部分でご説明いたしました。委員からのご質問の

ありました原子力災害にかかわる部分についてお答えをいたします。原子力災害につきま

しては、平成 26年度に 1年間をかけましてどういった見直しを行うのかの検討を予定して

おります。原子力ということで非常に専門性が高いということもございまして、学識経験

者などの専門的な見地からの助言というものは欠かせないと考えております。まず基本的

な部分、これは泊原子力発電所からの距離ですとか風向ですとか、当市の地形的な背景、

そういったものを基礎資料としてまして、その上でどういった原子力災害への備えが可能

かどうかを 1 年間かけて検討してまいりたいと考えております。27 年度は原子力災害計画

ということで、その検討を踏まえた内容を反映させてまいりたいと考えております。 

次に防災資機材整備事業についてでありますけれども、冬期の防寒対策の充実というこ

とで 26 年度はジェットヒーターを購入する予定ですけれども、備蓄目標は 10 台ですので、

この数量は 26年度でおおむね達成いたします。このほかにポータブル石油ストーブが現在

104 台ほどありまして、機材に関わる備蓄というものは、おおむね計画どおり進んでおりま

す。災害時の防寒対策については、当然委員のおっしゃったように資機材の整備というも

のも重要だと考えています。あと合わせて民間事業者との連携という部分も両輪で進めて

いきたいと考えております。 

続いて災害時の協定についてでありますけれども、25 年度は恵庭に会社がございますレ

ンゴー株式会社と災害時の協定を締結させていただいております。こちらは段ボールを扱

っているメーカーでありまして、避難所における段ボールベッドですとか、簡易間仕切り、

そういったものの提供を受けるというような協定を結んでおります。これによりまして避

難所における生活の安定、プライバシーの確保も含めまして、少しではありますけども体

制は進むのではないかと考えております。今後につきましても災害時の民間協定というの

は 1 社だけで全てが完結するものではありませんので、色々な業種の企業に協力をいただ

きながら、市の安全対策の向上を一層強めて進めてまいりたいと考えております。以上で

す。 

 

立崎委員長 

 川村課長。 

 

川村政策調整課長 

 シティセールスの関係とお試し移住の関係についてご答弁させていただきます。まずシ

ティセールスの関係、26 年度につきましては、まずうちのまちのわかりやすいパンフレッ

トの作成、それからシティセールス関係に伴う映像、それからテレビの広告、各種イベン

トなどに出店する際の旅費等を計上しているところであります。委員ご指摘のとおり、ま
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ずよくわかりにくいということが、やはり 1 番にあるところですから、職員も含めてです

が、今うちのまちの状態、良さ、他の都市に比べてどの水準にあるのかなど、もう一度わ

かりやすく整理した上で市外の方はもとより市民の方に 1 番、うちのまちはこういうこと

だということがわかりやすく伝わるようなＰＲを行っていきたいということで、今までは

経済部が中心となってシティセールスを行ってきましたが、当然経済部のほうでも観光中

心に町のＰＲはしていただきますけども、企画財政部が今回所管することになったことに

より子育て、教育、福祉、その他含めて、まちの良さというものを 1 つにまとめて一体と

なって発信していくというようなことから、この事業を推進していきたいと考えておりま

す。それからお試し移住の関係ですが、新年度、北海道の移住促進協議会 5 万円の負担金

を予算計上しておりまして加入いたします。これによりまして今、委員がおっしゃったホ

ームページのサイトにも登録されたり、各種雑誌に載ったりします。今まで加入金の関係

から予算措置も含めてなかなか難しいということでやっておりましたけども、今年度新た

にこれに取り組むことにいたしました。以上です。 

 

立崎委員長 

 志村主査。 

 

志村総合計画担当主査 

 ファーストマイホーム支援の道内の実態の件についてご説明させていただきます。大体

64 を超える自治体でやっているということで、内容としては先日の答弁にもありましたと

おり、住宅に係る助成または商品券の支出などそういった部分がメインになっております。

小さくて大体 8 万円ぐらいの助成から始まりまして、最大で 350 万円くらいの補助を出す

自治体もあります。予算というのは正直全部押さえきれてはいないのですが、たまたま先

進的にされている自治体に問い合わせたところ、そちらは空知管内の自治体だったのです

が、予算に対して半分の応募がある程度だったというように聞いております。件数とまた

その支援の額にもよりますけれども、大体予算の範囲内で終わっております。ただしこれ

はそこの立地条件等もありますので、一概に参考になるとは言えないのですが、一応中身

としてはそういう支援になっています。また支援の進め方については子どもがいればさら

に 20万円加算するだとか、そこの市町村が定める住宅広報とか理想の住宅を建てる場合に

はこれぐらいのお金を出すとか、そういう加算のやり方もあるというふうになっておりま

す。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 
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 先ほどシティセールスのほうで旅費、委託料などの各項目についての内訳内容お聞きし

たのですが、再質問いたします。地域防災計画改定事業ですが福島第一原発の、あの大変

な事故がありましたことから、各地でもやはり原子力発電所ということに、その原子力災

害ということに関しての危機感というものが大変高まっていると思います。皆さんもご存

じのように北海道では函館市長が海を挟んで向かいの青森県の大間原発指し止め訴訟を自

治体として全国で初めて起こしたということもありますので、ここは是非ここ北広島から

でも原発ゼロ、そして北海道でいえば泊原発再稼働反対ということを表明していくべきで

はないかと思いますが、その辺についてこの計画改定に盛り込む予定であるかどうかをお

聞きいたします。 

もう 1 つ、先ほど午前中の質問からも出ていましたように、冬期間の災害、これも大変

ひどいものなので今年は北海道よりも本州のほうで大変ひどい状態になっていたかと思い

ます。その中でもやはり民間企業、パン製品を扱う大手企業が暴風雪で通行止めになった

ときに周りにいる車の中に閉じ込められている人たちに対し、その商品であるパンを配布

したということも大変話題になっておりました。このように飲食料やまた防寒対策用の毛

布だとかこういう段ボールだとかも本当に必要だと思いますので、これはぜひ今後も民間

企業との協定を積極的に結んでいっていただきたいと思います。これは要望で。再質問は

その地域防災計画改定事業に関しての質問でお願いします。 

 

立崎委員長 

 折原課長。 

 

折原危機管理課長 

 永井委員の再質問にお答えいたします。泊原子力発電所の件は、国の政策に係る部分で

すので 1 市町村の私どもの立場での答弁はできないものと考えております。ただ、市が進

めていく原子力災害対策としましては、市民の皆さんが安全安心で生活できるような対策

ということで、北海道の原子力災害対策に沿って、北広島市として何ができるのかという

ことを学識専門の方々に助言をいただきながら、検討していきたいというふうに考えてお

ります。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 志村主査。 

 

志村総合計画担当主査 

 それではシティセールスの事業費に係る部分を若干説明させていただきます。まず旅費

といたしまして、シティセールス行動費という形で今回移住フェア等に出店して行動して

いこうということで、こちらは東京、大阪等の旅費として 36 万 3000 円、その他シティセ
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ールスのプロモーションの製作として委託をかけまして、こちらは映像として 96 万 2000

円程度、その他ホームページの改修ですとかシティセールスの宣伝媒体という部分で、パ

ンフレットとかそういったものもご用意して、その他ビジュアル的な企画の経費と先ほど

の映像も含めますと 412 万円という形になっております。そしてテレビに対する広告料と

して 97 万 2000 円ほど計上してございます。その他フェアへの出店料ということで 8 万円

程度を見込んで、今予算を作っております。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 野村委員。 

 

野村委員 

 それでは先ほど少し滝委員がお話ししたことに関連してなのですが、2点ほど質問します。

まず 1点目は 57 ページの新庁舎建設事業、私も特別委員会に入っていますから、一応しゃ

べることを色々やっていたのですが、たまたま滝委員がお話ししたこともあって、もう 1

回質問したいなと。 

2 点目は先ほどから言っているシティセールスの件、69 ページですか、この 2 点につい

て質問します。最初に新庁舎の方ですけど、何年ぐらい使うというふうなことで建てるの

でしょうか。あとシティセールスに関しては非常に素晴らしいことと思いますけど、先ほ

ど滝委員がお話した時に、今まで経済部がやっていたことが企画財政部に来たということ

で、私はこれは非常にいいことだと思っていますけれども、なぜ企画財政部に来たのか、

もう 1回お話を聞かせていただきたい。 

 

立崎委員長 

 及川庁舎建設推進課長。 

 

及川庁舎建設推進課長 

 野村委員のご質問にお答えいたします。使用する部材ですとかそういうものでも変わっ

てくるとは思うのですが、一般的に庁舎につきまして耐用年数は、おおむね 45年程度とな

っておりますが、それ以上持つような形で長寿命化を図ってまいりたいというふうに考え

ております。以上でございます。 

 

 

立崎委員長 

 川村課長。 

 

川村政策調整課長 
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 シティセールスの新年度の推進体制ということで、今まで経済部が中心となってシティ

セールスを行っておりました。これにつきましては、特にそこに問題があるということで

はなく、やはり分野的に観光、いわゆる交流人口の増加というような形での、まちのＰＲ

ということに力点を置いたような形の活動となっておりました。昨今から色々話になって

おります人口増加に向けての取り組みについて、当然交流人口の増加も大切ですが、実際

のうちのまちを知っていただいて、住んでいただくということに対する取り組みも、必要

だということで、全庁的に取り組んでいる事業を、もう一度他のまちとの水準と比べなが

ら、ＰＲできるものはしっかりまとめてＰＲするという趣旨から、企画財政部が今回行う

ことになりました。経済部においては、都市型の観光推進事業ということで、新たに今ま

でやっていたものを、また力強く推進するための予算経費が、今回盛り込まれているとこ

ろございます。以上です。 

 

立崎委員長 

 野村委員。 

 

野村委員 

 新庁舎の部分で 45 年から 50 年ぐらいということは、半世紀ぐらい持たせるというよう

なことですね。恐らく私はもうその時は死んでいると思うのですが、それほどやはり今回

の庁舎建設ということは色々なことを考えて、後で取り返しのつかないことがないように

ということでやらなくちゃいけないというふうに思います。そして先ほど滝委員もおっし

ゃっていたように、今はエコの時代だとか環境の時代だとかそういうふうなことで、初め

から空調や暖房などの色々な設備、自然光のエネルギーなども取り入れると。当然そうで

す。ただ先ほどまでの話ですと 7 月にもう基本設計ができてしまうということで、ある程

度そこでできてしまうわけですね、その 50年先のものの根本的なこと。今までの中で実は

私のところにちょっとお話があるのは、西部小学校かな、新しく 8 億円ぐらいでできたと

ころがありますよね。ああいうところも実は建てた後にすごく素晴らしい建物だったのに、

いざ使ったら寒いと。なぜ部屋のところが寒いかといったら、初めからそういう色々な設

備に関して、環境とか暖房とかそういうのもトータルで設計の中に入っていれば良かった

のだけど、図面的に全部できてしまった後から、こういうところにストーブつけますよと

か、結局色々なものを設備を置いた後に、ここ空いているから付けようとか真ん中に付け

れば全体的に暖かいけど、端っこに付いているということで寒いとか、あるいは外から見

てもむき出しになりますよね。そういうふうなことだとか、あとは皆さんも車を運転して

いればわかると思いますが、大体 70 キロぐらい、高速だと 80 キロですか。このぐらいで

ずっとアクセルを踏んでいると、ガソリンというのはあまり減らないですよね。でもある

程度普通の街中で信号で停まったり、またつけたりなんかすると、エネルギーがすごく消

費するということで、暖房も同じですよね。ドイツとかに行きますと、冬の間はストーブ
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を 24時間焚いているんですよ。それで温度が仮に 18 度とか低いけれども、結果的に 24 時

間焚いていて勿体無い。そして今回の総合体育館がありますけど、勢いよくヒーターみた

いのでやると。でも暑いから消すと。そしたらまたつける、消すと繰り返していたらトー

タル的に非常に燃料を使うんですよね。さっきの省エネだとかそういうことも含めて考え

たときには、その最初の計画の中から入れてかないとだめだということですね。特にエネ

ルギーの問題に関しては、そういうふうなことができてから何かをやるというのではなく

て、最初からこういう自然光だとか色々な新しいエネルギーだとかなるべく負荷のかから

ない、あと人間に優しいとかそういうことが大切だと。しかも今回の庁舎に関して言えば、

議員とか市役所の職員だけじゃなくて、子育てとかそういった施設もあると。外から入っ

てくる。インフルエンザなどの時期だったらうつってしまったりするとか非常にあります

よね。あと保健センター的な部分でお年寄りが来るとか色々なこともありますよね。色々

な方が入ってくることが考えられる建物ですから、そこのところはこの 3 カ月が勝負だと

思います。完成した後に設備の人に安いのをつけてくれというそういう考え方ではなくて、

50 年先の部分の中でちゃんとしたものを組み込んでいくと。そういうふうな考えを持つべ

きだと思いますけど、その点どうでしょうか。 

 あとシティセールスの部分に関して言えば、企画財政部でやるということで、これも 12

月の質問で言いましたが、今まで経済部じゃなくて企画財政部のほうでいいよというよう

なことをお話もしているんですね。それは期待もしていますし、今回は定住人口が特に主

で、メディアを使うなども非常にいいことだと思います。たださっき大迫委員のお話を聞

いていて、昨日僕は広葉小学校の跡地のエコミュージアムに行けなかったのですが、駐車

場が 57 台分、あと職員用に 40 台と言っていましたが、結局企画財政部でこういう仕事を

するということは何が一番そのメリットがあるのか、大切かというと、実は自転車道路を

造りましたよと。元々あの自転車道路は相当昔からあって、札幌の人にレジャーというか

休みになったら自転車で来てもらうと。そしてそれが北広島の活性化になると。その最終

の所はレジャーの森ということでレクの森だったんですよ。その横に実は金属造形を見る

所もあったんですよ。だけどバブルがはじけて、それは造らなくなったでしょ。でも結局

そこまで人を引っ張ってくるとか、見るとかっていうふうなことが 1 つの戦略だったんで

すよ。企画だったんですよ。今回もエコミュージアムにそういう施設ができるわけでしょ。

そしたら駅前に降りた人はどうやってあそこに行くのかとか、あるいは自転車で来る人は

どうやって来るのかとか、そしてそういった人達は来た時にここで休んでもらって、その

近くで食事もしてもらおうとか、そういうトータルのことを考えるということがこれから

地域を活性化することだし、交流人口の目的でしょ。だからそれを企画財政部は考えるか

らいいんですよ。最初小学校だったから、駐車場がああいうふうなことで狭いから、結果

的に少ないですよと。そしたらそれをどうするのかということです。駅前の芸術文化ホー

ルの臨時駐車場に車を置くのもいいですよ。じゃあ歩いていくなら歩いて行くで最短距離

はどうなのかとか、札幌から来た人が借りにきたら、自転車で行ったら面白いですよとか、
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そういうふうなものを考えてもらいたいから言ったんですよ。その点についても一応もう 1

回お聞きしたいなと思います。 

 

立崎委員長 

 及川課長。 

 

及川庁舎建設推進課長 

 ご答弁申し上げます。まず環境やエコに配慮した庁舎にするという点でございますが、

委員からご指摘ございましたとおり、まず配置ありきではなく、やはり空気の流れですと

かそういうものをきちんと考えた上でそれも加味して、庁舎内の配置等をしていきたいと

考えております。また湿度につきましても、インフルエンザなどが今流行っております。

そういう面で湿度管理なども大切な部分ではないかと考えております。今後につきまして

は、それらを加味いたしましてイニシャルコスト、ランニングコストなど費用対効果等を

検証しながら基本設計を策定してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 川村課長。 

 

川村政策調整課長 

 企画財政部が行いますトータル的なまちづくりも含めての話ですけれども、今おっしゃ

ったように、それぞれ単体で行っている色々な事業をどう繋ぎ合わせて、どういった形で

より相乗効果を上げていくのかということが大切な視点だと思っています。そこに関して、

具体的にぱっとその答えがこうだこうだと即効性のあるものはなかなか難しいとは思いま

すが、今おっしゃったまずは広葉小学校跡施設ひとつにとって見ても、例えばアクセスの

問題、サインの問題、含めて色々出てくるかと思いますが、今とりあえず事業を動かすに

あたって、その辺はやりながらでも色々工夫しながらそこはつなげていきたいと思ってい

ます。それから企画財政部が関与することによって全体のまちづくり、地域の活性化に向

けては、先ほど答弁もありましたけれども、全庁的に職員の中でも意識を共有し合って、

どういった方向に進むのかということも色々考えてみたいなと思っております。以上です。 

 

立崎委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 それでは何点か質問させていただきます。先ほどから畠山委員も永井委員もお話してい

た地域防災計画について 1 つだけ質問させてください。うちのまちは多分この前の改定の
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時はちょうど 3.11 の時で、もうその前にできてしまっていて、今回は東日本大震災があっ

てからの改定になるのですが、予算書を見ますと 324 万 5000 円の予算がついていて、あと

委託経費が 319 万 7000 円ということで、これは恐らくコンサルに委託ということになるの

かなと思うのですが、となると残りは 5 万円ぐらいかなということで、先ほどから地域防

災会議ですね、畠山委員の質問の時に今度は複数の女性も登用するというご答弁があった

かと思うのですが、女性の視点というのはもちろんですけれども、高齢者や障害者もどん

どん増えているということで、福祉避難所のことですとか、あとは前から必要性が言われ

ている避難所マニュアルのこととか、やはり震災以降考えていかなければいけないことが

たくさんあるかと思います。市民の意見はもとより専門家などからも広く意見を聞いて計

画を改定すべきと思うのですが、実際のところこの防災会議というのは何回ぐらい持たれ

て、改定に繋げていくのかということをお伺いします。 

次に決算書の 69 ページあたりからですけれども、行財政改革推進事業についてですが、

これは行財政構造改革大綱実行計画というのが 2014 年度で一区切りがつくということで、

次の計画はどのようになっていくのか。22年の報告を見ますと、91.6%の実施率ということ

は言われていますけれども、私が思いますに市民参加、市民協働の分野に関して言います

と、着実に進歩しているとは言い難いのではないのかなというふうに感じています。計画

の中では市民と行政がパートナーとして事務事業の見直しをすることや、市民参加で共同

の仕組みを整備する、そして地域の自主性を生かした政策を展開するとなっていますが、

次の計画の中では方向性はどのようなものになっていくのかをお示し下さい。 

それに関連して同じく 77ページにあります市民協働推進事業、市民参加推進事業につい

てですけれども、実際のところ条例や指針はできていますが、進めようという意欲が私に

はなかなか感じられないのですが、以前から新しい手法にもぜひチャレンジしてほしいと

いうことを提案しているんですけれども、実際市のホームページなどの色々な案内を見て

も情報がとても遅いと思いますし、関心のある市民へのメール通信などそれほど予算がな

くてもすぐにできるのではないかと思うのですが、パブリックコメントがほとんどないと、

0が並んでいますよね。それも本当の情報が伝わっていないからではないかと思います。広

報とかホームページを目で見るのと個人宛てに情報が届くのでは、やはり受け手の気持ち

の持ちようも違うと思います。この辺について今年度は新しい手法にチャレンジする、そ

ういうお気持ちがあるのかどうかお伺いします。 

それと同じく 77 ページ、以前からお話しているのですが、男女共同参画推進事業ですけ

れども、冊子ありますよね、年 1回発行される「えみんぐ」。こちらは増刷の予定はあるの

かどうかお伺いいたします。 

それから少し戻りまして 69 ページの公共施設適正配置計画策定事業ですが、ここの欄を

見ますと 3桁、4桁の数字が並んでる中で、今年は 4000 円の予算がついていますけれども、

これは過去に建設された大量の公共施設の更新時期に対応するために、地方公共団体に対

して、総合的かつ管理的な管理の推進を要請して、その推進のための計画作成に要する経
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費について国のほうで、財政措置もされているかと思うのですが、公共施設の更新という

のはたぶんどこの自治体でもすごく大きな課題になっているかと思います。この辺につい

てすでに色々先進的に取り組んで、この計画で造っている自治体もあるかと思いますが、

当市における今後の取り組みはどのようになっていくのかお伺いします。 

 

立崎委員長 

 橋本主査。 

 

橋本危機管理担当主査 

 田辺委員のご質問にお答えいたします。地域防災計画改定事業についてでありますが、

26 年度防災会議を開きまして計画の見直しを進めてまいりますけれども、会議の開催は今

現在おおむね 2 回程度予定しております。防災会議に諮る計画原案につきましては、事務

局において整理をさせていただきまして、その後各防災委員、国ですとか北海道、市内で

言いますと医師会とかそういった団体の機関の方々にご説明をさせていただきながら、計

画策定を進めていく予定をしております。あと田辺委員からお話のありました防災に係る

各種マニュアルにつきましても少し遅れている部分もございますが、現在整備を進めてい

るところであります。以上です。 

 

立崎委員長 

 川口行政推進課長。 

 

川口行政推進課長 

 1 点目、行革についてでありますけれども、市政の最上位計画である総合計画を具体的に

進めるため、必要な制度、組織、考え方など執行体制の改革を行うものと考えており、例

えば政策評価の部分あるいは行政を進める上で必要不可欠となった市民参加、協働のため

の制度の確立、あるいは最適な形で市民サービスを行うという意味で委託、指定管理者の

導入など行政システム全般にわたって改革が進められたと考えております。このため平成

26 年 3 月を目処にこれまでの行革の総括を行い、それを受けて 26 年 6 月を目処に策定方針

を決定していきたいと思います。当然 6 月前後には市民からなる委員会を開く、あるいは

議会と話し合いを持つなど十分な意思の疎通を図って策定方針を決定していきたいと思い

ます。それで 26 年 10 月頃に新大綱実行計画案の決定、そして市民参加制度等があるので

26 年 12 月には最終的な大綱実行計画の決定を行っていきたいと考えております。 

それと市民参加と協働についてですけれども、当然現大綱の中でも大きな行革のテーマ

であるということから、今申し上げましたように、総括の中あるいは策定方針決定の中で、

十分な議論がなされるのではないかと考えております。 

それと市民参加協働、条例はできたけれどもその後の進展はどうかという部分ですが、
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市民参加については去年、一昨年から市民参加推進会議を中心に毎年 20 から 25 の市民参

加手法について評価を行い、ホームページ上に公表するなど積極的に情報公開をしており

ます。また、各現課と行政推進課の間では、常にこの部分について市民参加が必要なのか

という議論も戦わせておりますし、庁内でも庁議であるとか部長会議では必ず政策を実施

する時において、どういった市民参加の手法が必要なのか等々が、議論されている状況に

あります。また、市民協働においても例えば協働指針に基づき公益活動事業補助金、協働

事業提案制度の導入を行ったほか、それぞれの部署において例えばミニデイサービスであ

るとか、地域お茶の間の実施、あるいは富ヶ岡地区の市有林の整備などで協働を進めてい

るところであります。また市の補助金の交付などを通じて自治会、ＮＰＯ、またこれ以外

の公益活動団体が例えば生涯学習、地域活動、地域福祉、子供の健全育成、スポーツの振

興、環境保全と広い範囲にわたって協働を進めるということで、決して制度だけを確立し

たのではなくて、実際に運用面もなされていると考えております。それと市民参加協働に

おいて新しい手法等の検討ですが、大きなテーマとしましては確かに行革の部分では、市

民活動センター等実施できないものもありました。そういった部分は総括等で整理してい

きたいと思いますし、新しい手法等についても先ほど言いましたように大きなテーマであ

るので、行革の中での議論は当然として市民参加推進会議という会議もあるので、その中

で検討していきたいと思います。 

最後に男女共同参画の「えみんぐ」についてですが、今 26年度の予算についても基本的

に増刷はしないということです。ただ 2000 冊は刷る予定でおりますので、部数的には問題

ないと思います。配布方法等については検討していきたいと思います。以上です。 

 

立崎委員長 

 武田主査。 

 

武田企画調整・地域交通担当主査 

 それでは公共施設適正配置、予算の関係について説明させていただきます。確かに今年

度は 4000 円という低い金額を計上しておりますが、北広島市におきましても人口が急増し

ました昭和 50年代から平成初頭まで大量に公共施設が建設されておりまして、今後それが

老朽化のために一斉に更新時期を向かえ、莫大な費用がかかるということが想定されてお

ります。また少子高齢化、それから緩やかではございますが人口減少等々から住民ニーズ

の変化などもございますし、それらを合わせて北広島市内における公共施設の用途とかの

見直しが必要というふうに考えており、公共施設の適正配置ということを今回計上してお

ります。それで色々なやり方はあるかと思いますが、今年度につきましては、各公共施設

を市内分散して所管しておりますものをまず一元化して管理しなければならないというこ

とがありますので、26 年度につきましては、各所管が持っている施設の例えばコスト情報

といいましょうか、どのようなコストがかかっているのか、それから利用実態、運営実態、
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改修記録とかそういうものをまず集めまして台帳管理をする、そしてそれらをもとに、公

共施設適正配置の基本方針等の作成を考えておりますので、26 年度につきましてはそれら

にかかる事務的経費しか計上されていないところであります。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 川村課長。 

 

川村政策調整課長 

 今回国が示しました公共施設等の、総合的な管理の老朽化対策の推進ということで、こ

の計画を策定するにあたっては国のほうでそのかかった経費の 2 分の 1 を、特別交付税で

措置するというふうになっております。実際その計画を策定して建物を仮に除去するとい

った場合については、今まで財源措置がなかったですけども地方債を発行して除去しても

いいという制度であり、この計画がなければだめだということで、今説明あったように、

まず方針を決めた後、次に行く計画の中で具体的なものが出てきた場合、これらの制度は

活用するというふうに考えております。以上です。 

 

立崎委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 ということはやはり国の財政措置は 1 年限りではないということで見越していいのでし

ょうか。そうですか。わかりました。今の公共施設の関係ですけれども、やはり一斉に色々

な施設の更新時期を迎えて、財源的にはすごく限られてきていると思いますので、どうや

って今ある既存施設を維持していくかということは本当に大きな問題だと思います。でき

るだけ将来の子供たちに負担を残さないためには、複合するとか多機能を持たせるとか、

新しく作るよりもコンパクトに集約していくという手法が、必要になってくるのではない

かと思います。こういう計画を作って、また今年度でなくて次年度から計画を作っていく

ことになると思うのですが、やはり将来のことになりますので、若い世代のそういう意見

を聞く場もぜひ設けていただきたいと思います。 

少し戻りまして防災計画についてですけれども、先ほど個別の色々なマニュアルも作っ

ていくというお話でしたが、本当に大変な震災があったわけですけれども、その教訓とい

うのがたくさん出てきていると思いますので、それを生かしていくことが大切だと思いま

すので、ここは多分小学校や中学校の体育館が避難所になってくると思いますが、安全性

とか資機材のことも含めて避難所マニュアルというものを作っておくに越したことはない

と思います。災害は忘れた頃にやってくるといわれていますので大変だと思いますけれど

も、ぜひスピードアップして作成していただきたいと思います。 
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市民参加、市民協働についてですけれども、色々なことを担当課や職員の方々が一生懸

命やられているのはもちろんわかっているのですけれども、市の職員、管理職を含めて皆

さんの意思が、このことが大事だということが共有されているのが一番いいと思うのです

が、やはりどこの市でも今、市民協働推進課というそういう体制、きちんと課として持っ

ている所もたくさんありますので、そういう協働推進課というのを強化、今後下っていく

のでなくて強化していくお考えはないのかお伺いします。 

それと市民参加の手法ですけれども、今年もこの予算書とか色々議案を見ますと、総合

計画の推進委員会ですとか保健福祉も各更新の時期に来ているのでたくさんの委員会が開

かれると思いますけれども、一人の方が複数の委員会に所属するとか、毎度またこの方か

というような同じ方が審議会に参加するというのではなく、やはり無作為抽出など新しい

手法で行政側から呼びかける手法をぜひとって、多様な意見を取り入れる場をぜひ積極的

に作っていただきたいと思うのですが、この点に関してはいかがでしょうか。 

 

立崎委員長 

 折原課長。 

 

折原危機管理課長 

 ただ今の田辺委員の再質問にお答えいたします。質問の中にございました各種マニュア

ル、それから私どもは当然マニュアルだけではなくて防災計画ができたからといって安心

しているわけではございません。それに伴う資機材の整備ですとか、人員の体制、そうい

うものもすべて含めた中で防災対策を進めてまいりたいと感じておりますので、委員のご

指摘のとおりに迅速なマニュアルの作成等に進めてまいりたいと考えております。以上で

す。 

 

立崎委員長 

 高橋部長。 

 

高橋企画財政部長 

 組織のあり方についてご答弁申し上げます。今総務のほうで平成 27 年度の組織体制に向

けて検討がなされるという中で、市民協働がいいのか、どこの部分をどうやってやるのか

ということが検討されると考えております。ですから今具体的に、ここはこうということ

は申し上げられませんが、そういう予定でいます。27 年度に組織全体の見直し作業があり

ますので、その中であり方も含めて検討されるものと考えております。 

 

立崎委員長 

 川口課長。 
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川口行政推進課長 

 新しい手法ということで例えば無作為抽出等でありますけれども、確かに今現在行って

いる市民参加というのは、自ら手を挙げた人たちの声ということであります。したがって

今後は、いわゆる声なき声を聞くあるいは幅広く聞くという意味も込めまして、先ほど言

いました検討段階において検討していかなければならないと考えております。以上です。 

 

立崎委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

ぜひ積極的に行政側から市民に呼びかけるという手法をとっていただきたいと思います。 

他の自治体でもたくさんやっている所がありますし、誘われたら行くという方がたくさん

いると思います。私も色々な所によく傍聴に行きますが、同じ顔によく会うんですね。で

すからそこは積極的に取り組んでいただきたいです。 

それと組織の体制でこれから色々お考えになっていくということでしたけれども、やは

り市民参加協働というのはこれからの行革を進める上でなくてはならない箇所だと思いま

すので、活動センターのことも含めてですけれども、縮小することのないようにどちらか

というと拡大する方向でぜひ考えていっていただきたいと思います。終わります。 

 

立崎委員長 

 鈴木委員。 

 

鈴木委員 

 1 点だけ、予算書 70ページ、資料 33ページの都市計画調査費の市街地活性化事業につい

てお尋ねしたいと思います。 

北広島団地の活性化計画の推進がこの件につきまして大きな柱であろうかと思いますが、

本年 1 月に私ども商工会の三役研修会というのがありまして、その時に講師として石狩振

興局の神局長にその部分で講演していただきまして色々勉強してきたわけですが、その終

了後の懇親会で神局長から北広島市のコンパクトシティに関する取り組みにつきましては

激励の言葉をいただいたところであります。そこで高齢に伴う団地内活性ということにつ

きましては、石狩管内にございます 3 つの道営団地にも同様の悩み、そして問題が提起さ

れていると。その時にもそういう色々な話が出たわけであります。石狩市の花川花畔です

とか、江別市の大麻、そして本市であります。そこで道営団地は超高齢社会と、高齢社会

でなくて超高齢、高齢化率四十数%ということにもなっておりますので、もうそこには超と

いう言葉がついても過言ではないのかなというふうなことを感じるわけでありますし、そ
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のことからも非常にスピード感を持って対処すべきと私は考えております。 

そこで特に 4 つほどお聞きいたしますけれども、特に一般住宅につきましては、先に述

べたその 3 つの道営団地にも私は活性化の協議会、要するに 3 市の協議会なるものを官民

で早くに立ち上げて、そこの中で互いの問題点を整理し、そして解決策に導く必要がある

と思いますがいかがでしょうか。 

また 2 番目ですが本市の道営輝美団地でございますけれども、ここも再整備はやはり喫

緊の課題だと。その老朽化したものを綺麗にして一時的には立ち直るわけですが、またす

ぐにそれが保てなくなるということも私どもは目の当たりに見ているわけです。そういう

ことでございますので、早期に再開発について道とも協議すべきと私は考えますが、いか

がでしょうか。 

そして 3 つ目、この輝美同様ＪＲ北広島駅西口のＵＲについても同じようなことかと思

います。ぜひこのあたりも早く話し合いを進めていただきたいと。そのあたりのお考えを。 

4 つ目、今回のこの予算審査も含めて代表質問もそうなのですが、企画財政部はどうなん

でしょう。非常に忙しくて寝る暇もないぐらい多種多様な課題を抱えてるような感じです

が、そういうことからもぜひ、先ほども高橋部長もおっしゃっているような形の中で 1 つ

は事業を進めるがための再編成ということも考えたときに、この今の団地の活性化につい

てもぜひ専門分野というものをきちっと作って解決していくような形でご努力いただきた

いというふうに思うのですが、そのへんの考え方、この 4 点についてお聞きしたいと思い

ます。 

 

立崎委員長 

 山本主査。 

 

山本 緑・景観担当主査 

 鈴木委員のご質問に対しましてご回答させていただきたいと思います。1番目の件につい

てですが、今年の 1 月に北海道、札幌市、石狩市、江別市、また北広島市の団地の活性化

の担当者と、あとＮＰＯ法人と大学教授が集まりまして、団地の再生勉強会が開かれまし

て、出席してきたところであります。この中でも各自治体の団地再生に向けての取り組み

内容の説明とまた意見交換がなされたところであります。これからもこのような機会をと

らえて、積極的にそのような勉強をしていきたいというふうに考えているところです。以

上です。 

 

立崎委員長 

 高橋部長。 

 

高橋企画財政部長 
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 それでは輝美団地の関係、それからＵＲ住宅の関係含めてご答弁申し上げます。道営住

宅の再生については高台町団地が平成 27 年度に完成する予定ですが、現在改修計画をやっ

ているところでございます。これまでは道営団地なものですから、どちらかというと北海

道がイニシアチブをとって、地元とあまり協議をしないままいつの間にかという時代もあ

りました。それで高台町団地からは地元の意見をきちっと反映させていただきたいという

ことで、北海道と協議会を作りまして、高台町団地でいうと真ん中の道路の歩道がなかっ

たのですが、それを広げてもらったり、それから幹線緑道のアクセスがない、それから中

央広場がなかった、そういった部分を積極的にこちらから要望して、北海道が整備をして

いるところでございます。今後は輝美町団地という順番になっておりますので、私どもも

積極的に北海道に関わりながら、未利用地が恐らく再編によって出てくると思いますので、

そこはやはり民活を積極的に活用していきたいということで、具体的にはこれからですけ

れども、そういった取り組みをしていきたいと考えております。そして同じくＵＲ住宅に

ついても一応基本方針はもう出ているのですが、まだ北海道においては具体的な動きが見

えてないという状況であります。ただ駅前の北進団地等の場所の良い所はいいのですが、

若葉町団地等々は一応身売りも含めた計画になっているものですから、それも含めて我々

としては積極的に関わりながら、唯一今団地が疲弊している状況の中で民活を入れながら、

新たな受け皿を作っていくというようなことを思っているところであります。 

それから最後になりますが、企画財政部は私を除いて優秀な職員がたくさんございまし

て、そういった意味では人数は多少はありますけれども、何とかやっていくのかなと考え

ておりますので、今後もトロイカ体制で頑張っていきたいと思っています。 

 

立崎委員長 

 鈴木委員。 

 

鈴木委員 

順序は違いますけれども、例えば高台町団地についても今イニシアチブの話をされまし

たが、実際にそのような形で管理または運営をしていくのは本市でありますから、ぜひ道

にも、道としてもそれは厄介なことかもしれませんけれども、やはり本市の実情というも

のをしっかり伝えて、それに似合ったような団地を、調整を、また再開発をしていってい

ただきたいと。それで特に輝美町団地についてですが、ただこれは私の個人的な意見です

が、見解はいらないのですが、あそこは高台ですから、朝は多分上のほうに行ったら東側

から太陽が昇っていくところは大変きれいでしょうけれど、そういう中でこれもどういう

形で活用していくかとか、入っていただく年齢層にもよりますが、高齢となってくるとや

はり高いだけに、そこに取りつけ道路から何から色々な問題も出てくると。もし若い人を

入れるなら入れるという様な特殊性というか、そのへんを持った考え方もやはり必要かな

というふうに思っています。その辺はぜひ皆様方によろしくお願いしたいと思います。 
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それで活性化協議会の再生勉強会、これは大いにこれからも繰り返し行っていただきた

いのですが、やはりその間ある程度きちっとした、例えば協議会がいいのか何がいいのか

は別ですが、やはり 1 つとした組織をきちんと作らないと。これは皆さんの時間が空いて

いる時に集まってお話ししましょうという問題ではないのではないかと。ですからその辺

はさらに検討して、それこそ北広島がイニシアチブをとって、本当に石狩、江別、北広島

というものが、住んでいる方々がやっぱり北広島を、素晴らしい人たちがたくさん住んで

いるんだなあと思っていただけるのもシティセールスでありますから、何とかひとつその

あたりを頑張っていただきたいと思います。 

これで最後にしますが、この 2 月にコンパクトシティというところを商工会でも商業部

会で考えていまして、そのあたり勉強会を何度もやっているのですが、そのときに千葉県

の佐倉市というところがあるのですが、そこにユーカリが丘という団地がございます。こ

こは民間開発の団地でございまして、もう数十年前から計画的に人口を貼り付けていて、

その中でどう運営していくのかと。今我々が悩んでいる高齢化、例えば道営団地が一挙に

開発し、一挙に造成を進め、一挙に完成したというのと違って、1年間に大体 200 戸程度と

いう形の中で 600 から 800 の人口を増やしていったという形の団地ですから、どこをとっ

てもそれほど高齢の部分がないと。これはやはり知恵だなというふうに私は感心しました。

株式会社山万というところも非常に色々な事業をやっておりまして、本当に忙しくて最初

はなかなか相手にしてくれないということなものでしたから、佐倉市議会のさくら会とい

う最大会派の人をネットで探しまして、断らないような人をまず探そうと思ったら、その

人一発目に断っては絶対にくれなくて、それでその人にも色々説明を伺いました。とにか

くそういう意味で先進地というのは、そういうまちを今からそうやって作ろうというより

は、考え方というのはやっぱりあるんだなというふうなことも私も痛感して帰ってきたも

のですから、そういうところも行政の方も大変忙しく、色々なことやっていかなくてはい

けないと思いますけれども、ぜひ果敢に、わがまちの定住人口等々のですね、やはり税収

の部分もありますから、しっかり頑張っていただきたいと。それで部長に一言いただいて

から終わりにしたいと思います。 

 

立崎委員長 

 高橋部長。 

 

高橋企画財政部長 

 千葉県のユーカリが丘の話につきましては鈴木委員からパンフレット等をいただきまし

て、実は私の同級生もそこに居を構えておりまして、以前から知っておりました。それで

鈴木委員もおっしゃっていましたけれども、あそこの一番良いところは最初からインフラ、

モノレールもそうですが計画的に、本来単なる不動産会社だと一気に売って早く片づけて

しまいたい、そうなると一気に高齢化が始まる。そういうことでゆっくり時間をかけなが
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ら少しずつまちを広げてきたというところが、今の学ぶべきことかなと感じております。

今後も色々な先進地も含めて勉強させていただきたいと思っております。 

 

立崎委員長 

 他にございませんか。谷浦委員。 

 

谷浦委員 

69 ページの地域交通システムについてですけれどもよろしいでしょうか。乗合タクシー

について。年齢も下げ、地域も広げたはずですけれども、そのあとの乗り合いタクシーの

検証結果とか評価があれば。それと今後はどうするのか。 

それと上輪厚のほうから小学校に通っている子どもたちがいまして、若干自家用車の燃

料代を補助してもらっているそうですが、5人ぐらい子どもが増えたので、できればタクシ

ーでの送迎などを考えてもらえないのかということを言われています。 

それともう 1 つですけども、市内で今、一生懸命移住の人を呼び込んでおりますけれど

も、私たちの周りは調整区域が多くて、建物を建ててしまったけれども違法建築でという

ことで、その収入のために建てたはずなのに収入にならないという人もおりますので、そ

の辺を考慮をしていただける方法がないのかお聞きしたいと思います。 

 

立崎委員長 

 武田主査。 

 

武田企画調整・地域交通担当主査 

 今のご質問にお答えしたいと思います。まず地域交通システムの関係で乗り合いタクシ

ーの実証運行についてでございますが、谷浦委員がおっしゃられたように 23 年度から始め

まして、毎年実証区域の拡大それから対象年齢の緩和を行って今年 3 年目で、今現在もこ

の 3 月いっぱいまで実証運行している最中でございます。それで検証という部分につきま

しては、この 3 月末の運行期間が終わってから始めたいと思いますが、今 2 月末までの状

況でございますが、今回の実証運行では対象者が 321 名、登録制をとっておりましてその

321 名のうち 94 名の方が乗り合いタクシーに登録されております。それでこの 10 月から 2

月までの 5カ月間で利用された方の延べ人数が 59人、運行便数、述べ便数が 5ヶ月間で 54

便ということでございます。5 カ月間で対象になる日数が 99 日間、平日だけのものでござ

いまして、それで割り返しますと、運行日数でいくと 31％程度の乗車運行、利用便数 1 日

8便ございます。ということでいけば 6.8%程度の利用、あと利用者数でいけば 1日平均 0.6

人というのが現状でございます。なお利用者数につきましては延べ人数 59人ということで

ございますが、同じ方が何度も乗られている数字でございますので、実際にご利用された

方は 12 名というふうになっております。 
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立崎委員長 

 川村課長。 

 

川村政策調整課長 

 まず 2 点目にご質問されましたいわゆる通学の助成の関係については教育部が所管して

おりますので、今の実態等含めた中で教育部のほうにお話をしておきたいと思います。 

それから地域交通システムの今後の方向性ということで今説明がありましたように、な

かなか今回、拡大においても実態的には思ったような数字が出ていないというのが現状で

あります。3 月までまだ 1 カ月ありますので、その実態を踏まえた中で 26 年度その方向性

を出していきたいと思います。 

それから移住の関係ですが、違反物件は横に置いておきまして、その民間住宅等を借り

上げた中でのいわゆる移住をしたいという方に関してはですね、色々その権利的な問題な

どもありまして即座にそれに取り組むことはなかなか難しいと考えますが、将来的に色々

ニーズがあった中でどういった対応がとれるのかというのは検討していかなければならな

いのかなと思っております。以上です。 

 

立崎委員長 

 谷浦委員。 

 

谷浦委員 

移住して、違法でしょうけれども 2 人の話を聞いた範囲内では、陶芸家とステンドグラ

スをやっているということなので、できればそれを収入に繋げたいということで。収入が

なければ移住もより定住にはならないと思いますので、何とかいい方法があればと思いま

す。若い世代なので。 

乗り合いタクシーの方は高齢であっても免許がある人はどうしても自分で運転するとい

うことで、なかなか利用が難しいのかなと思います。でもやはり必要な人には必要なので、

続けていただきたいということなのでよろしくお願いいたします 

 

立崎委員長 

 他にございませんか。川崎委員。 

 

川崎委員 

 1 点だけ。質問する予定はなかったのですがお願いいたします。先ほど来、防災関連の議

論がされていまして、私はイメージ的に少し違うかなあというふうに感じておりますので、

その部分について質問したいのですが、確かに 3 年前に東日本大震災が起きて、そして避
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難所の悲惨さを皆さん目の当たりにして、未だに避難を余儀なくされている方がいらっし

ゃるということは大変残念なことであり、またそのイメージが強いのではないかなという

ふうに思います。ただわがまちは津波の心配がなく、もし参考にするのなら阪神淡路大震

災の直下型の地震なんだろうというふうに思います。そのように考えた時に、阪神淡路大

震災であの地域の避難所というのは一体どうだったんだろうということで思い出していた

だきたいのですが、長田地区が相当な広さで火災になりましたね。あそこにいた人たちが、

亡くなった方もたくさんいらっしゃいますが、どこに避難したのでしょうかということで

すよね。向こうは雪もないし、海がないので津波によっての土砂崩れとかがなく逃げやす

いということもあって、多くの人たちは親戚や兄弟の所へ、また近隣都市の知人の所へ身

を寄せたり、会社に身を寄せた人もたくさんいる。それでもどこも行く当てのない人が避

難所へ行ったと。ただ避難所は満度なことはなかったのですが、実は避難所で一番苦労し

たのが物資、何をやったかというと物資の配布、食料の配布ですよ。それが避難所の大き

な役割をしてきたわけです。この部分についてはやはりこの地域では、もしそういうこと

が起きた場合には相当参考になるのではないか。そこの部分に目を当てているだろうかと

いうちょっと杞憂はしております。津波がなければということにはならないのでしょうけ

ども、わが町は幹線道路が幾つも入っていて交通の便がいい。もしわが町で直下型地震が

起きた場合には、相当の皆さんが即座にどこかへ避難するだろうと考えるべきだろうと思

います。そうするとやはり先ほど言ったその避難所の機能、例えば即座に避難してしまう

けれども避難場所を連絡する場所をセットしておかなければならないとか、今一番大きい

のは携帯電話も大体一日経ったら電池がなくなる、携帯電話の充電器機能を即座に設けて

あげて個々人が自由に避難できる、またどこか知り合いに迎えに来てもらう、そういう対

応が、個々人で連絡がとれるようにしてやる、そういうことが重要なことなのではないか

なあというふうに私は感じております。確かに避難所、北海道というこういう状況もある

けれども、そういう方々にはそういったきちんとした対応をしなければならないけども、

多くの方々はそういった形で要は避難をするということもやっぱり念頭に置くべきだろう

と。その方々のケアというか、どこへ避難したかわかるような阪神淡路大震災の場合は伝

言板や何かで一生懸命捜していましたけど、そういうきちっとした対応が出きるように今

からしておくとか、そういうことが必要なのだろうと思います。自治防災なんかというこ

とも言われていますけども、僕は本社が関西なので、酒を飲む度にその頃のことをよく話

しするのですが、自分が被災して避難所生活をしたけども、町内会長や副会長はほとんど

がその親類のところに避難してしまって、要は自治会というのは一切なくなってしまった

と。そういうとこがたくさんあったと。でもその中からみんなが寄り合って、そこでいわ

ゆる自治会ができ上がるのだと。だから何かあったときにその場所に集まって、できる手

だてをしておいたほうがいいのではないかという話をしております。私の町内会もそうい

うことで常にそういう想定でやっておりますけれども、やはりそういう考え方というのは

持つべきなのではないかというふうに感じたものですから、その辺についての手だてとい
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うか今表面化していないので、どういうふうに考えているかお聞きしたいと思います。 

 

立崎委員長 

 折原危機管理課長。 

 

折原危機管理課長 

 ただ今の川崎委員のご質問にお答えいたします。先ほど来からご質問等も出ていますけ

れども、避難所運営マニュアル、やはりこの部分については私たち行政の動きですとか、

あとは実際の避難体制をどうするのか、例えばこれは出前講座などでも結構やっておりま

すけれども、避難訓練をきちっとして自分が逃げる場所はどこだとか、それから津波のお

話もありましたけれども、うちは海がないから津波の危険はないですけれども、実際上も

しうちに住んでいる方々が海のある場所に行った時にきちんと津波に対しての対策も必要

ではないのかというのは、川崎委員のおっしゃるとおりだと思います。そういうことも含

めた中で総合的な防災対策は進めていかなければならない、ただそのためには単純に避難

訓練とか避難所だけの問題ではなくて、私たち職員の初動体制ですとかそういうものを含

めて物資の配分もありますし、そういう部分をどうするか、どの職員が担当するかという

配備体制とかもうちは作っておりますけれども、そういうものを上手くスムーズに進める

ために、常日頃からそういう防災に対する意識というのが必要だというふうに考えていま

す。あと例えばお話にあった携帯電話の充電とかは、うちのほうで自主防災組織に無償で

貸与しております救助工具セットの中にも手回しの充電式ラジオ、それで携帯も充電でき

ますし、そういう物品も示しながら、皆さんで最低揃えられるような物はご自分でも揃え

ていただくようなそういう意識の啓発ですとか、そういうものにも繋げていきたいという

ことで総合的な防災対策を進めてまいりたいと思っております。以上です。 

 

立崎委員長 

 川崎委員。 

 

川崎委員 

東日本大震災のイメージというのは大きいかもしれませんが、やはりもう一度阪神淡路

大震災を洗い直しまして、当時何が必要だったのか、例えば風呂が欲しいだとか、トイレ

が足りないだとかそういうことも含めて洗い直して、わがまちの防災対策としていただき

たいと思います。以上で終わります。 

 

立崎委員長 

 他にございませんか。藤田委員。 

藤田委員 
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 それでは 62ページ、情報推進の件と防災資機材について確認の意味を込めて 2点に渡っ

て簡潔にお聞きします。情報推進の観点ですけども、1つは自治体のオープンデータの推進

の取り組みということでお聞きします。これは各課によって色々な行政情報を市民に提供

するということで各課に聞けばいいのですが、それを全体に取りまとめるのが情報推進課

だろうと思いますので、一応総括的にお答えしていただきたいと思います。このオープン

データというのは広く開かれた利用が許可されているデータのことを指し、行政機関が保

有する地理空間情報、防災減災情報、それから調達情報、統計情報などの公共データを利

用しやすい形で公開することを指すのが一般的です。近年、より透明性を高め、市民参画

の行政と市民との協働を促進する流れを受けて、このオープンデータへの関心が高まりつ

つあります。オープンデータは国と自治体が一体となった取り組みが今後さらに求められ

てくると思いますが、まず本市のオープンデータの取り組み状況はどうなのか。今後どの

ようにこういう指針に沿って進めていこうとしているのかをお聞きします。 

2 点目は先日も代表質問で少し触れましたが、今回の広葉小学校跡施設のエコミュージア

ムには公共無線ＬＡＮが設置されたということで、図書館にも設置されると。不特定多数

の方が多く集まる場所や外国の方が来るような市の色々な施設にも、将来的にはこういう

ものが必要とされるだろうと思うのですが、今後の整備の考え方ですね。それから 3 年後

にできます新庁舎にもこういったものの整備というのは、基本的にどのような認識でいる

のかお聞きします。 

それから 3点目、きたひろＴＶ推進事業について、こちらの 25年度の放映の実態はどの

ように評価しているのか。もう 1 点は、26 年度に向けて行政情報をもっとテレビで活用で

きないものだろうかと。今後の取り組みとしてどのように考えているかお答えください。 

それから防災資機材に関しては先ほど永井委員の質問で少し出てきたのですが、ダンボ

ールベッドの提携を恵庭の企業と結んだということで、これは以前も質問したのですが、

その企業とは、いざ災害のときにどの程度の数量、どういった協定を具体的に結んでいる

のか、今わかっている範囲でお答え下さい。 

 

立崎委員長 

 寺岡主査。 

 

寺岡情報推進担当主査 

 藤田委員のただ今のご質問に対してお答えいたします。まず初めにオープンデータの取

り組みについて申し上げます。ただ今、藤田委員から概略のご説明がありましたとおり、

地理空間情報等も含めまして、自治体が保有する様々なデータを機械判読が可能で、かつ

二次利用が容易な形式でホームページ等に公開するものがオープンデータというふうに私

どものほうで理解しております。現状は国が進めるＩＴ総合戦略などに基づきまして、国

や地方自治体のほうで実証実験等が進められている状況にございます。私どもの現状につ
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いてですけれども、総務省ではオープンデ－タの進捗について 5 段階で進んでいくような

ステップを示しておりますが、ごく初期の第 1 段階であると承知しております。今行われ

ております実証実験等の内容や中身を鑑みながら、市が保有する各種情報についてオープ

ンデータとして公開していけるのかどうかについて、今後調査研究をしていかなければな

らないのかなと考えている段階でございます。 

続きましてＷｉ-Ｆｉの整備についてということで申し上げます。市の公共施設に対する

Ｗｉ-Ｆｉの整備につきましては、施設ごとにホールですとかロビー、あるいは貸室などと

いう様々な利用形態が存在いたしますので、これらのＷｉ-Ｆｉ環境の必要性については個

別に判断が伴うものと考えておりまして、そういったことから現時点では一律に整備して

いくということは考えていない状況でございます。現状では各施設管理者が利用の実態を

踏まえましてＷｉ-Ｆｉの整備について判断すべきものと考えております。 

また新庁舎についても今お言葉がございましたけれども、今後どういった形態の施設に

していくかということは議論されてないと思っておりますので、その中でどういった形で

取り組んでいくかということは今後議論されていくのかなというふうにとらえております。

以上でございます。 

 

立崎委員長 

 石黒主査。 

 

石黒広報担当主査 

 きたひろＴＶについてでございますが、平成 24年 6 月に開局しましてから今年の 3月ま

でに市民からの投稿動画を除いて 117 本の動画を製作、公開してきたところであります。

アクセス数につきましても月平均 9000 アクセス、今年度末の累計は約 20 万アクセスいく

と見込まれているところでございます。現状の評価といたしましては、昨年 5 月の市民協

働推進会議で、今後もまちの魅力を発信していくべきものという評価を得ております。今

後につきましては毎月 5 本から 6 本、市内で開催されるイベントや市のお知らせ、市民の

活動などの動画で、まちの魅力を発信していきたいというふうに考えております。以上で

す。 

 

立崎委員長 

 折原課長。 

 

 

折原危機管理課長 

 先ほどの藤田委員の協力協定の関係ですけれども、基本的にレンゴーもそうなのですが、

他に 26 の民間団体と結んでおります。それぞれレンタル会社ですとか色々ございますけれ
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ども、うちが指示をした中で協議をしながら物品を納入していただくということになって

おります。以上です。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 防災資機材に関しては、その規模によって必要量が決まってくるのだろうと思うので、

身近にそういう企業があるということからいけば心強いかなと思いますので、しっかり計

画を立てて万全の準備をしていただきたいと思います。 

あとオープンデータの件で 1 点だけ。今後市としましては、これを市民に公開する等々

でそのための準備、これは各課ごとの取り組みのいかんによると思うのですが、それとま

た公開に向けての経費的な部分、こういうものも出てくると思うのですが、今後の課題と

かその辺に関してどのような認識を持っているのか情報推進課の立場としてお答えくださ

い。 

 

立崎委員長 

 田中情報推進課長。 

 

田中情報推進課長 

 ただ今のオープンデータの関係で、市の情報整備がどこまで進んでいるのか、どこがま

とめるのかという件でございますけれども、一昨年私どものほうで事務部系に地図情報シ

ステムを入れさせていただきまして、その中で現在色々なデータを整理している最中でご

ざいます。そういった中で、今後外に向けて発信できるものがあれば、そういった形で組

んでいきたいなとは考えております。若干まだデータ整備を中心に考えておりますので、

もう少し公開等々についてはお時間をいただきたいと思っております。以上です。 

 

立崎委員長 

 他にございませんか。 

 （「なし」と呼ぶものあり） 

 以上で本日の総務費の質疑を終わります。暫時休憩いたします 

 

休 憩  14 時 31 分 

再 開  14 時 33 分 

 

立崎委員長 
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 再開いたします。次に消防費の質疑を行います。 

質疑のある方。武田委員。 

 

武田委員 

 消防費の 2 項目についてお伺いいたします。まず 1 項目ですけれども、予算書 157 ペー

ジ、政策経費事業一覧 27ページ、消防団員安全装備品と整備事業についてお伺いをいたし

ます。政策経費事業一覧を確認しますと、消防団のさらなる安全を高めるため防火衣を更

新すると内容説明がされております。総務省消防庁では昨年 12月に施行された地域防災力

充実強化法に伴い、26 年ぶりに消防団装備の基準を一新することを決定いたしました。そ

の内容が東日本大震災の教訓から配備拡充が中心ですが、危険物を踏み抜かないような底

の硬い安全靴など、各市町村は新基準に沿って一般の消防隊員並みの装備をするよう、26

年度から消防団の関連経費を地方交付税に配分するとのことです。そこでお伺いをいたし

ますけれども、昨日の公明党の藤田委員の代表質問の答弁でも触れられてはいましたけれ

ども、まず 1 点目として、今現在消防団員は 114 名在籍していると認識しておりますが、

個人貸与の装備品はどのような種類の装備品なのか、また消防団に対する装備品はどのよ

うな装備品なのかお伺いいたします。2点目として、総務省消防庁が示した装備品の一新に

伴う今後の対応についてですけれども、どのようにお考えになっているのか。この 2 点に

ついてお伺いいたします。 

もう 1 項目ですけれども、同じく予算書 157 ページ、政策経費事業一覧の消防団活動支

援事業についてお伺いをいたします。これは事業一覧を確認しますと地域の防災意識の向

上やコミュニティーの活性化、防火指導や特別警戒など消防団の自主的な活動を支援する

と説明をされておりますけれども、予算額は 18万円で、北広島には 4分団あるということ

で単純計算しますと、1分団当たり 4万 5000 円です。そこでお伺いいたしますが、24 年度、

25 年度予算も同額の 18万円の予算であります。事業内容については政策経費事業一覧で説

明をされておりますけれども、地域防災力充実強化法の施行に伴い、今後より一層の支援

が必要と考えますが、どのように考えておられるのかお伺いをいたします。以上 2 項目に

ついてお伺いをいたします。 

 

立崎委員長 

 加藤総務課主査。 

 

加藤管理担当主査 

 武田委員のご質問にお答えします。まず消防団員の個人貸与の装備品はどのような種類

の物かということですが、個人へ貸与品につきましては制服、活動服、安全帽、防火衣、

防火帽、安全靴、雨衣、消防用長靴などの標準的な装備品であります。消防団の装備品に

つきましては、各分団に消防車両を配備しているほか、消防用ホースや可搬式消防動力消
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防ポンプなどの火災鎮圧用器具、誘導灯などの避難誘導用器具、投光器や発電機などの夜

間活動用器具、車両用ジャッキ、牽引ワイヤーなどの救助用器具などであります。以上で

ございます。 

 

立崎委員長 

 安田総務課長。 

 

安田総務課長 

 続きまして総務省消防庁が示しました装備の一新に伴いました今後の対応ということで

お答えを申し上げます。消防団の装備につきましては、消防庁の基準は全国的に先ほど申

されたように東日本大震災をきっかけとして広げられたものでございまして、それを踏ま

えながら個々の地域的な特徴というものを考慮して、計画的に更新等を行ってまいりたい

と考えております。 

それから消防団の活動支援事業についてでございますが、現在消防団が行います春、秋

の火災予防運動での防火啓発、それから歳末警戒あるいは団員募集、それから自主研修、

こういったものの活動に対して支援を行っているところでございます。今後の新たな活動

につきましても、消防団と十分に協議を行っていく必要があるものと考えております。以

上です。 

 

立崎委員長 

 武田委員。 

 

武田委員 

 1 点だけ再質問させていただきたいのですが、今の消防団の支援事業関係のコミュニティ

ーだとか活性化だとか、それから防火指導・啓発などとなっていますけれども、この予算

というのはどのような使い方と言ったら変ですけれど、例えば報奨費みたいなもので 1 回

啓発に出たら、いくら位当たるよとかそういうような予算の内容なのか。それをお聞きい

たします。 

 

立崎委員長 

 安田課長。 

 

安田総務課長 

 お答え申し上げます。具体的には先ほど申し上げました火災予防の啓発活動、自主研修、

火災予防活動、団員募集にあたりましては、例えば横断幕を作ったり、それから募集の看

板を作ったり、あるいは自主研修の費用に充てたり、昨年度につきましてはそういった形
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で支出をしております。以上です。 

 

立崎委員長 

 武田委員。 

 

武田委員 

 よくわかりました。最後に一言だけ述べさせていただきたいのですが、この定例議会を

最後に退職されるということで、今日は欠席しておりますけれども相馬消防長、それと依

願退職ということで早期退職されます國田次長、長い間ご苦労様でした。大震災や異常気

象など防火に対する消防活動はより一層重要性を増してきている昨今、平成 26年度の予算

の編成は職員として最後の予算編成であり感無量なことだと思います。本当に長い間ご苦

労様でした。これで私の質問を終わらせていただきます。 

 

立崎委員長 

 他にございませんか。藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは 3点だけお聞きします。まず 1点目、155 ページ、新大曲出張所。これに関しま

して、もう外観も完成して、いよいよだなという感じがしておりますが、この施設では訓

練施設等々が充実していると聞いております。今の消防本部と比べて大曲出張所の訓練棟

で何が追加されて、訓練体制からいきますとこれで十分な日常訓練ができるのかどうか。

そこを具体的に説明してください。 

それからもう 1点。場所が国道 36号線ということで大曲輪厚のほぼ中間に位置しますの

で、輪厚の出動いわゆる救急車の到着は短縮されると思うのですが、一方西の里の到着で

すが、これは大体どの程度になると予想しているのか。 

それともう 1 つ私は地元で走っていて感じるのですが、救急車の場合、大曲通から厚別

東通を通って西の里に行くのと、大曲東通、いわゆる順天病院のところを通っていくのと、

実際到着時間はどの程度違うのか。その件を把握しているのかどうかお聞きをします。 

次 157 ページ、応急手当普及啓発。いわゆる救急救命講習ですが、これは去年も聞いて

いますが、25 年度の救急救命講習の回数、実績等々。小学校等でもやられているので増え

ていると思うのですが。 

それと去年も質問しましたが救急救命講習は消防職員の方が非番のときに大体担当し、

または非常勤職員の方も含めて対応しているということで、この救急救命講習の回数が増

えることによって、そういった職員の勤務体制の中で今後負担になることがないのかどう

か、その辺が十分配慮されているのかどうかお聞きします。 

3 点目はこの決算書には関係のない話なのですが、災害時の携帯ＧＰＳ位置情報の提供ル
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ールの関係でお聞きします。昨年国からも指針が出され、災害時に土砂崩れだとか何だと

か色々あります。北海道でいうと吹雪の中で立ち往生し遭難してしまうだとか、そういっ

た場合に携帯電話で助けを求めた時に、その携帯電話がＧＰＳであれば携帯電話会社各社

がありますが、そういうところに関係機関が問い合わせるとその携帯電話の位置を確認で

きるというふうになっております。これについて国から警察、消防、各関係機関がきちん

とルール作りをしなさいという指針が去年出たと思うのですが、本市としてはその辺は整

理がついているかどうかお聞きします。 

 

立崎委員長 

 加藤総務主査。 

 

加藤管理担当主査 

 藤田委員の大曲出張所の救助訓練施設についてのご質問にお答えいたします。 

大曲出張所の主訓練棟については 5 階建ての共同住宅を想定しました。副訓練棟につい

てはおよそ 3階建ての共同住宅を想定して造っています。この中にマンホール救出の施設、

それと共同住宅の高い所には消防車は水を送れませんので、連結送水管という消火活動上

必要な施設を設置しています。このほかに救助大会種目としまして色々なロープを使った

救助訓練、団体での救助訓練を行う施設も造りました。以上です。 

 

立崎委員長 

 工藤救急指令課長。 

 

工藤救急指令課長 

 藤田委員のご質問にお答えいたします。救急車の現場到着時間の件ですけれども、厚別

東通を経由しての計測というのは以前行いまして、厚別東通のほうが近いということで、

西の里の一部区域を大曲出張所が今まで受け持っていたのですが、今回新しい指令台を導

入することになりまして、直近のシステムというものができましたので、管轄という定義

が今度はなくなるものですから、より近い救急隊が現場到着につくようなシステムとなり

ます。 

ＧＰＳの件ですけども、今までは位置情報につきましては携帯電話の事業者に問い合わ

せて確認していたのですが、先般広報きたひろしまに載りましたように、新しい指令台を

導入しましたら、位置情報とＧＰＳの機能が自動的に取得できるようなシステムとなりま

す。また携帯通報の先ほど心配されていた位置情報につきましては、国の指針のとおり消

防単独で位置情報を取得できることになっていますので、そのようにうちのほうでも通知

を出しまして体制を整えております。 

 救急講習の件ですが、昨年度の具体的な数について言いますと、普通救命講習の 1、3時
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間普通救命講習は 51 回行われまして、936 名が受講しております。普通救命講習には昨年

はなかったのですが、普通救命講習の 3、これは子どもをメインとした講習会ですけれども、

これは 10 回行われまして、184 名が受講されております。さらに 8 時間の上級救命講習と

いうのが昨年 2 回行われまして、37 名が受講しております。それと一般講習といいまして

要望を受けた内容に沿った形で、1 時間に満たないような講習が 39 回行われまして、825

名が受講しております。あと昨年度から実施しております救命の入門コース、これは 10歳

以上の方が受講できるのですが、こちらは 19 回行いまして、761 名が受講されています。

その他防火教室等にも含まれた形の、定義に満たないようなその他の講習というのが 9 回

行われまして 47 名、合計で 130 回の 2790 名の方が受講されております。 

また前回も藤田委員からご質問のありました教職員の講習ですけれども、昨年は 130 名の

教職員が受講されています。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 安田課長。 

 

安田総務課長 

 先ほどご質問のありました、講習会に非番の職員、あるいは非常勤の職員が当たってい

るということで、今後講習が増えることに伴いまして職員の負担ということについてご回

答申し上げます。藤田委員もおっしゃいましたように、今現在非番の職員、あるいは非常

勤の職員で当たっておりますが、今後につきましては今の体制、非常勤職員に併せまして

今後再任用の職員を講習に当てるなどして、職員の負担の軽減を図っていきたいと考えて

おります。以上です。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

わかりました。確認したい点だけ。訓練施設ですけれども大曲出張所ができたことによ

って消防本部と含めて訓練の施設というのは、他の近隣市町村の消防と比べて遜色ないの

かどうか、訓練施設の施設的なもので十分な施設がこれで完成したと言えるのかどうかお

聞きします。 

それから救急車の説明で直近ルートで行けますよということで説明ありましたが、これ

は本部の指令でこのルートをとりなさいという話なのか、それとも救急車の中でそういう

ことがわかるようなシステムになってるのか、そこの解説をお願いします。 

それから救急救命講習の再任用について、今安田課長の話からいくと再任用を増やすと

いう計画ですよという答弁だったと思うのですが、それは何人増やすのか答えられるなら
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お答えください。 

 

立崎委員長 

 加藤主査。 

 

加藤管理担当主査 

 救助施設についてお答えいたします。救助訓練施設にあっては全国標準基準に合わせま

した。以上です。 

 

立崎委員長 

 工藤課長。 

 

工藤救急指令課長 

 先ほどの直近システムの内容ですけれども、車にも端末が付いていまして、なおかつ司

令室に大きなコンピューターがありまして、そのコンピューター側で判別するということ

になります。 

 再任用の件ですけれども、来年度から救命士だった者が 1 名再任用となります。合わせ

て消防団の方にもお手伝いしていただきまして、昨年は 43回お手伝いしていただいており

ます。女性消防団がメインとなりますが。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 （「なし」と呼ぶものあり） 

以上で消防費の質疑を終わります。暫時休憩いたします。 

 

休 憩 14 時 52 分 

再 開 14 時 54 分 

 

立崎委員長 

休憩を解き再開いたします。次に公債費、諸支出金、職員費、予備費、債務負担行為及

び地方債の質疑を一括して行います。ご質問のある方。藤田委員。 

 

藤田委員 

1 点だけ聞いて終わります。194 ページ諸支出金、公営企業費、水道事業費の石狩東部水

道企業団の出資金 1394 万円ですが、これは今年度で終わるのかまだあるのか、そこだけ教

えてください。 
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立崎委員長 

 川村課長。 

 

川村政策調整課長 

 石狩東部公益水道企業団への負担金の関係ですが、昨年債務負担行為をお願いいたしま

して、今のところ平成41年度までということで設定しております。総額は限度額で9億5000

万円という形で設定してるところでございます。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 尾崎主査。 

 

尾崎予算担当主査 

 出資金の部分でシューパロダムの分ですけれども、これについては平成 26 年度で終了す

る予定になっております。 

 

立崎委員長 

 その他にございませんか。 

 （「なし」と呼ぶものあり） 

以上で公債費、諸支出金、職員費、予備費、債務負担行為及び地方債の質疑を終わりま

す。 

お諮りいたします。本日の委員会はこの程度にとどめたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。ご異議なしと認めます。本日はこれにて延会といたします。ご苦労さまでした。 

 

 

 

14 時 55 分 終了 

 

 

 

委 員 長 


